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認証取得に向けたスケジュール （平成 24年度の認証取得を目指して！） 
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       地域分析 
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韓国、台湾のＳＣを視察＇予定（ 

 

 

 

 

 

 

 

 

09月 第20回ＳＣ世界会議に参加 

＇スウェーデン、6～9日（ 

 

平成 24年 

＇2012年（ 

 

 

 

 

01月 ●ＷＨＯ認証センター現地審査 

 

03月 認証申請書を修正して提出 

 

平成 24 年の認証取得を目指します！ 

 

 

 

 

05月 第６回アジアＳＣ会議 

＇東京、11～13日（ 

  

対策委員会 

の活動 
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第１章 セーフコミュニティの認証制度 

 

１．セーフコミュニティとは 

 「セーフコミュニティ」とは、「けがや事故等は、偶然の結果はなく、原因を究明することで必ず予

防できる」という理念のもと、生活の安全と健康の質を高めていくまちづくり活動です。 

ＷＨＯ協働センターでは、セーフコミュニティに関する世界的な認証制度を推進しています。安全

と健康の質を高めていく「決意」と「技術」を持ち、部門を越えた連携・協働を広げながら、将来に

わたって活動を継続できると認められた都市に世界認証が与えられます。 

セーフコミュニティの「認証」は、過去あるいは現在の取り組みを「認める」というよりも、コミ

ュニティが安全を追求する長期的な取り組みに際して、自分たちの可能性を試し、それを高めるため

の「足場」となるものです。 

2010 年 11 月現在、世界 26 か国、223 都市が認証を取得しています。 

また、「セーフコミュニティ」は、認証制度の名称であるとともに、その認証を受けた地方自治体（州

や郡、市町村、あるいはその一地域）によって構成される国際的なネットワークでもあります。 

 

アジア  82 都市  

ヨーロッパ  51 都市  

オセアニア  37 都市  

北アメリカ  18 都市  

その他  35 都市  

 

 

 

日本では、京都府亀岡市が 2008 年 3 月、青森県十和田市が 2009 年 9 月、神奈川県厚木市が 2010

年 11 月に認証を取得しています。また、長野県の箕輪町や小諸市、横浜市栄区などが、「認証準備段

階都市」として正式に登録され、福岡県久留米市、岡山県勝央町、京都府京丹後市などが取り組みを

表明しています。 

東京からは豊島区がはじめての挑戦です。セーフコミュニティの認証制度では、「認証準備段階都市」

に登録されてから認証取得までには、2 年間の準備活動期間が必要とされています。豊島区では、区

制施行 80 周年の節目の年である 2012 年度における認証取得に向け、区民の皆さんとともに準備活動

を進めています。 

 

≪豊島区の経緯≫ 

2010年 2月 セーフコミュニティ取組宣言 

2010年 3月 認証準備段階都市としてＷＨＯ協働センターに正式登録 

2010年 5月 豊島区セーフコミュニティ推進協議会を設置 
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２．セーフコミュニティ認証の手続き 

 セーフコミュニティに取り組む意志表明とともに、スウェーデンのＷＨＯ協働センターに書簡を送

り、「認証準備段階都市」としての登録を受けます。 

その登録から認証までには、最低でも２年間の準備活動が必要となります。 

その準備活動がある程度進んできたところで「認証申請書」を作成し、認証センターに提出します。 

認証センターは世界 20 箇所、アジアでは韓国と中国（香港）にあります。 

認証センターの「書類審査」を経て「現地審査」を受け、必要な修正を加えた上で、条件を満たし

ていると判断されれば、認証を取得することができます。 

≪認証後の手続き≫ 

 セーフコミュニティ活動は、持続可能性が最も重要です。認証後は、毎年、年間活動レポートを提

出するとともに、5 年後には「再認証」の手続きを受ける必要があります。 

 

 

≪区民の安全を支える 80以上の団体が集まって行ったセーフコミュニティ取組宣言≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島区は「セーフコミュニティ」の認証取得に取り組みます 

  豊島区では、町会やボランティア団体等による地域の見守り、繁華街の治安対策、学校の安全対策、交通

安全、さらには介護予防や生活習慣病予防など、住民による活発な地域活動が展開され、暮らしの安全と健康

を守ってきました。 

 「セーフコミュニティ」は、「けがや事故等は偶然の結果ではなく、予防できる」との理念のもと、科学的な

原因究明に基づき、部門横断的な連携・協働を広げながら地域社会の安全の質を向上させる世界基準のまちづ

くりであり、まさに豊島区が目指す姿であります。 

 急速に高齢化が進むなか、けがや事故、犯罪や暴力、自殺、虐待など、乳幼児から高齢者に至るまで、安全

と健康をコミュニティの力で守る仕組みを根付かせ、次の世代に引き継いでいくことは、区民共通の願いです。 

 豊島区は、2012年に区制施行 80周年を迎えます。 

 これまで 10年間のまちづくりの集大成として、その節目の年に向けて、日本一の高密都市ならではの“安

全文化”の姿をつくりあげるため、ＷＨＯ（世界保健機関）セーフコミュニティ協働センターが提唱する「セ

ーフコミュニティ」の認証取得に取り組むことを、ここに宣言します。 

                           平成 22年 2月 22日 豊島区 
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≪豊島区からＷＨＯセーフコミュニティ協働センターへの書簡（2010年 3月）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２０１０年３月９日 

WHOセーフコミュニティ協働センター 

所長 レイフ・スヴァンストローム 様 

 

豊島区は 2009年 11月から、セーフコミュニティについての学習と活動を始めてきましたが、このたび正式にセーフコミュニティ

に取り組むことを豊島区の住民を代表して宣言いたします。 

豊島区は、東京の特別区の一つであり、人口 26万 3千人、日本で一番人口密度が高い自治体です。 

区では、平成 18 年に自治の推進に関する基本条例を制定し、公的機関と住民やボランティア団体が連携・協働を広げながら

まちづくりを進めてきました。従来からの自治会活動に加え、小学校区を卖位とした新たなコミュニティの拠点として、「地域区民

ひろば」を区内全域に設置しています。 

一日 263 万人が乗り降りする“池袋”という商業業務機能が集積する繁華街があること、また、住宅地には一人暮らしの高齢

者が多く住むことなどから、特に、安全・安心なまちづくりには力を入れてきました。平成 12 年には、生活安全条例を制定し、子

どもから高齢者まで、生活の安全の質を高める様々な事業を住民とともに展開しています。また、今後は、これまでの交通安全

や犯罪・暴力の予防に加え、自殺や虐待の防止、職場や公共の場の安全にも取り組みを広げたいと考えています。 

 

豊島区は、住み続けたいまち、また、文化や観光の面で多くの人が訪れるまちとなるため、熱意をもって取り組んでまいります

ので、セーフコミュニティ認証準備段階の一都市に加えてください。また、セーフコミュニティ活動を効果的に推進し、認証を取得

したいと考えていますので、ご指導をよろしくお願いします。 

 

豊島区長 高 野 之 夫 
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ＷＨＯセーフコミュニティ協働センター レイフ教授から豊島区長への書簡（2010年 3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２０１０年３月１１日 

豊島区長 高野之夫 様 

 

豊島区における国際セーフコミュニティネットワークのメンバーに加わるための取り組みについて 

 

親愛なる高野之夫区長さま 

ＷＨＯ地域の安全向上のための協働センター及びカロリンスカ研究所は、豊島区がセーフコミュニティのメンバーと

なる準備を進める旨の書簡を受け取りました。 

私たちは、セーフコミュニティ準備段階都市として豊島区を登録し、ウェブページに掲載しました。 

今後、韓国にある認証センターが豊島区と連絡を取り合い、豊島区の取り組みを評価し、支援していきます。その

ため、韓国認証センター所長のチョ・ジュンピル教授に連絡をとってください。 

私たちは、３月２３日から２６日にかけて韓国のスウォンで開催される第１９回世界セーフコミュニティ会議で、豊島

区から参加される２名の代表にお会いできることを楽しみにしています。 

また、２０１１年９月６日～９日に、スウェーデンのダーラナ地方、ファールンにおいて、これまで２０年間のセーフコミ

ュニティの発展を祈念する第２０回世界セーフコミュニティ会議、さらに２０１２年５月１１日～１３日に、日本の東京で開

催する第６回アジアセーフコミュニティ会議において、高野区長にお会いできればと考えています。 

 

ＷＨＯ地域の安全向上のための協働センター所長 レイフ・スヴァンストローム 
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３．セーフコミュニティの歴史 

（１）予防に焦点を当てた健康政策の新たな流れ -ヘルスプロモーション-  

1977 年、ＷＨＯ総会において、今日の保健政策の基本理念となる「全ての人に健康を」戦略が発表

されました。これを機に、「プライマリヘルスケア」という理念が打ち出され、医療保健専門機関や専

門職だけでなく、関連分野の連携による予防やリハビリまでを含んだ包括的な一次医療の重要性が広

く認められるようになりました。 

続く、1986 年には、オタワ（カナダ）で開催された第１回ヘルスプロモーション国際会議において、

疾病の予防を個人の生活改善に限定して捉えるのではなく、社会的環境の改善も含んだ「ヘルスプロ

モーション」としてとらえることが確認されました。 

「ヘルスプロモーション」の展開により、それまでの疾病への対応を中心とした政策から、健康の

阻害要因の予防に焦点が当てられるとともに、個人レベルの予防活動に加え、社会環境の整備や地域

活動の強化（住民参加の必要性）の重要性が、着目されるようになっていきました。 

 

（２）健康における「安全」の重要性の高まり 

このように関連分野との連携と社会環境への働きかけを重視し、健康の阻害要因を予防するという

健康政策の流れが大きくなるなか、ＷＨＯは、「安全」は健康の基本的な構成要素であり、外傷予防へ

の取り組みは、疾病に関する「ヘルスプロモーション」の理念と軌を一にするものとして重視するよ

うになりました。 

しかし、当時、公衆衛生の分野では、「安全」の向上に関する取り組みは、全く新しいものであり、

「安全」が健康に与える影響や体系的なプログラムに関する計画をつくる必要がありました。そこで、

ＷＨＯは、当時、スウェーデンで進められていた地域レベルでの外傷予防の取り組みの実績と経験を

持つ専門家たちと協働して、外傷予防の取組みを進めていきました。 

 

（３）スウェーデンのまちからはじまった外傷予防の取り組み 

1970 年代、スウェーデンでは、新たな医療保険政策による医療費負担が急速に自治体財政を圧迫し

つつありました。保健医療にかかる支出を抑制するためには、受診者数を抑制することが確実な方法

です。 

一般的には、予防にかかる費用は治療にかかる費用よりも低いと考えられることから、それまでの

「治療」を中心とした政策から、治療が必要になる状態への「予防」へのシフトが試みられていった

と考えられています。 
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こうした社会的背景のなか、スウェーデン西部、ストックホルムから南に延びる鉄道沿線に位置す

る、人口約 3 万人の「ファルショッピング」というまちで、「セーフコミュニティ」のモデルとなる外

傷予防の取り組みが始まりました。 

 

（４）セーフコミュニティの誕生 

1989 年 9 月、スウェーデンのストックホルムで第１回世界事故・外傷予防会議（ストックホルム会

議）が開催され、数多くの研究者や実践家が集い、外傷や事故に関する問題とそれらの対策の必要性

などについて議論を重ねました。 

この会議の結果、「全ての人々の安全」を実現するための「セーフコミュニティのためのマニフェス

ト」がまとめられました。 

このマニフェストでは、「全ての人は、平等に健康と安全の権利を有する」ことが宣言され、安全を

守るために事故と外傷の予防に取り組む「セーフコミュニティ」の考え方が、ＷＨＯの基本的な方針

と一致するものとして位置づけられたのです。 

ストックホルム大会で提唱されたマニフェストを実現するため、ＷＨＯは 1989 年 12 月、スウェー

デンでの外傷予防プログラムの推進に関わるとともに、ストックホルム会議を主催したカロリンスカ

研究所（医科大学）との間で、セーフコミュニティ活動を推進するための協働関係を結び、活動の拠

点となる「ＷＨＯ地域の安全向上のための協働センター（以下、「ＷＨＯ協働センター」と表記）」を

設立しました。 

そして、1970 年、「ＷＨＯ協働センター」では、セーフコミュニティに関する基準を設定し、これ

を満たしたコミュニティに対して、「セーフコミュニティ」の認証を与える仕組みを開始したのです。 

 

※2007 年、白石陽子、「WHO「セーフコミュニティ」モデルの普及に関する研究」を要約して作成 
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４．活動と認証審査の「６つの指標」 

セーフコミュニティ認証の基本的な要素として、次の６つの指標が示されています。 

 

指標 1  分野を越えた協働を推進する組織が設置されている。 

指標 2  全ての性別、年齢、環境をカバーする長期・継続的な予防活動を実施する。 

指標 3  子どもや高齢者など、ハイリスクグループに焦点を当てた予防活動を実施する。 

指標 4  傷害が発生する頻度・原因を継続的に記録する仕組みを持っている。 

指標 5  予防活動の効果・影響を測定・評価するための仕組みを持っている。 

指標 6  国内及び国際的なセーフコミュニティネットワークへ継続的に参加する。 

 

 

（１）各国の様々な社会状況に対応するための簡潔な指標 

これらの「６つの指標」は、セーフコミュニティの審査と活動のガイドラインとなるものですが、

非常に簡潔な内容として示されています。 

世界的な政策を推進するにあたっては、先進国だけでなく、発展途上国も含む様々な状況の地域で

も取り組むことができるモデルが必要となります。そのため、セーフコミュニティの認証では、取組

み姿勢や基本的な方法を示した「６つの指標」というかたちで示されています。 

認証申請書もこれら「６つの指標」に沿って作成していきます。 

 

（２）地域の実情に応じた課題と目標の設定が求められる 

安全や健康に関する活動は、地域の実情に応じた課題と目標を設定する必要があります。課題や目

標について、世界共通の絶対的基準があり、決められたプログラムを実施するのではなく、それぞれ

の地域が、自分たちの置かれている状況に応じて重点課題を設定し、地域で活用可能な資源を使って

取り組むことを原則としています。 

また、セーフコミュニティでは、新たに特別な活動を求めるのではなく、それぞれの地域が実施し

てきた活動や社会的な資源を活用することを基本としているために、いわゆる「身の丈にあった」取

り組みを進めることを原則としています。 

 

（３）白いキャンバスに安全・健康の全体像を描く 

セーフコミュニティ認証への準備は、あらかじめ決められた何百もの画一的なチェック項目を積み

上げていくというものではなく、「６つの指標」を基本としながら、白いキャンバスに豊島区の安全と

健康への取り組みの全体像を描いていく作業と似ています。 

何を重点課題とするか、原因に対応する効果的な予防活動とは何か、そのためにどんな地域資源を

活用できるのか、効果をどのように測定するのかを、一つひとつ組み立てていくのです。そして、自

ら描き、組み立てた申請書を提出し、審査を受けることになります。 

ガイドラインが簡潔かつ基本的であることは、認証を取得しようとする都市の主体性と自律性を強

く求めることになるのです。 
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５．セーフコミュニティ活動の特徴 

（１）「事故の予防」と「けがの軽減」に取り組むセーフコミュニティ 

セーフコミュニティでは、地域社会のなかで発生する事故を予防するとともに、もし発生してしま

ってもけがを最小限に抑止することを中心的な目標としています。 

事故によるけがは、その瞬間のだけではなく、長い間にわたって、心身の健康に大きな影響を与え、

生活の質（ＱＯＬ）を低下させてしまいます。また、突然発生する「事故」は、本人だけではなく、

家族や周囲の人々の暮らしにも大きな影響を与えてしまうこともあります。 

セーフコミュニティは、「事故は決して偶然の結果はなく、原因を究明することで予防できる」とい

う考え方のもと、地域のコミュニティや人と人の絆を広げながら、安全と健康の質を高めていくまち

づくり活動です。 

また、事故だけではなく、犯罪等の意図的な暴力、児童や高齢者に対する虐待、自殺などについて

も、心身の傷によって健康を阻害するものとして、取り組みの対象に含めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「科学の目」を使って原因を分析し、課題を見える化する 

予期していないことが突然に起きる事故によって、私たちの生命や健康はもちろん、財産、組織の

信頼などに、取り返しのつかない損害や損失を受けてしまうことがあります。 

航空機や鉄道の事故をはじめ、交通事故や火災、製品の不具合による事故、食中每、転倒による骨

折、そして地震や風水害による災害、さらには行政組織や企業組織における不祥事も事故の一つです。 

予期せぬ出来事が重なることで、偶然に発生したように感じる事故ですが、その背景には必ず原因

があります。二度と同じ事故を起こさないためには、徹底的にその原因や背景を調べ、一つでも多く

の要因を見つけ、対策を立てていく必要があります。 

事故の原因を調べていくと、その背景に隠れていた因果の連鎖が見えてきます。転倒して骨折した

ことは、単なる不注意や偶然ではなく、様々な要因が重なり合って起こったことが分かります。 

 

人 

能力の限界 環境 
（天候、明るさ、

気温、物理的な

見通し、人通り） 
モノ 
（家電製品や作

業機器、道具、

設備、ＩＴなど） 
仕組み 
（規制、組織、

ルール、手順な

ど） 

事 

故 

け
が 

（外
傷
） 健康 

生命 

意
図
的
な
暴
力
等 

事故の発生を予防 

事故を大きくしない 

事故が起こっても 

けがを防ぐ 

けがを軽減する 

予 
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防
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策
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・バ
リ
ア 
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下の図は、雤の日のスーパーで高齢者が転倒して骨折したことの背景を探った事例です。一つひと

つの要素に大きな問題があるわけではありませんが、小さなミスが重なって事故が発生していること

が分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）部門横断的な連携・協働により新たな改善策を生み出す 

 セーフコミュニティでは、原因を探り、有効な予防対策を実施するうえで、部門を越えた横断的な

連携・協働を大切にします。課題を解決していくために地域が持つ資源（人、モノ、資金）を有効に

結びつけて考えようとします。 

部門を越えた連携・協働は、実際には簡単なことではありません。 

具体的な事故やけがをテーマとして、行政、警察、消防、医療、産業、交通、ＮＰＯ、地域コミュ

ニティが課題を共有することからはじめ、分散している情報やデータを集めて分析し、新たな改善策

を生み出していきます。 

セーフコミュニティ活動は、長い距離を走り続けるマラソンのようなものです。一歩一歩、連携・

協働の輪を広げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 これまでの 

安全・安心活動を 

さらにパワーアップ！ 

骨折 

床が濡れていた 

急いで帰宅しようとした 

両手がふさがっていた 

来客を忘れていた 

雤の日に買い物に来た 

足を滑らせた 

転倒した 

滑りにくい靴を選ばなかった 

骨粗しょう症 

日頃の運動不足 

ふき取られていなかった 

傘袋がきれていた 

清掃担当者が休憩中 

床に傘の水滴が沢山 
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６．セーフコミュニティの予防対象 

セーフコミュニティでは、主に次のような要因による心身への損傷を予防し、軽減することを目的

として、活動を展開します。 

丌慮の事故  犯罪・暴力  災 害  その他  

交通事故、住宅内の事故

（転倒、火傷、溺水、窒息、

中毒等）、公共施設内の事

故、職場の事故など  

傷害・暴行、窃盗、性犯

罪、薬物中每、児童虐待、

高齢者虐待、ＤＶなど  

地震、火災、風水害等によ

る死亡・けがなど  

自殺、外傷後のストレス障

害など  

 

 

■ハインリッヒの法則 

重大な事故が発生していないまでも、その背景には、沢山の軽微な事故、事故にならずに済んだ失敗や

ヒヤリ体験があるはずです。 

こうした軽微な事故やヒヤリ体験の事例を集め、原因を分析し、予防対策に活かすことで、重大な人身

事故を防止するヒントを得ることができます。 

この考え方はハインリッヒの法則（1：29：300 の法則）と呼ばれていま

す。米国のハインリッヒ氏が労働災害の発生確率を分析したもので、1 件の

重大災害の背景には、29 件のかすり傷程度の災害があり、その裏には 300

件のヒヤリ体験があるというものです。 

しかし、死亡事故については、頻度や原因を記録する統計データがあり

ますが、一般的なけがや軽微な事故については、原因究明を目的とした記

録や統計データがない場合がほとんどです。 

セーフコミュニティでは、救急活動や健康診査などの間接的な統計デー

タを活用するとともに、区民へのアンケート調査を実施することで、けが

やヒヤリ体験の情報を集め、予防活動の改善に向けた分析に取り組みます。 

 

■セーフコミュニティの基本にある公衆衛生 

右下の図は 1848年にロンドンで発生した、大規模なコレラ感染の状況を分析した地図です。 

赤い点は死亡者の住所、緑の四角は井戸の場所、そして水色のラインは水道の利用状況です。まだ、伝

染病の仕組みが分からず、コレラの伝染は、遺体の霊気によるものと信じられていた頃のことです。 

当時の研究者は、この分析から、

死亡者の住所はバラバラでも、同

じ井戸からの水道を利用している

ことを突き止めました。 

これが公衆衛生学のはじまりだ

と言われています。 

セーフコミュニティの基礎には、

こうした公衆衛生の考え方があり

ます。 

目には見えない問題、個人では

如何ともしがたい問題を解決する

ノウハウを、安全・安心なまちづ

くりに活かそうとするのが、セー

フコミュニティ活動なのです。 

  

水面の上に 
出ているのは 
ほんの一部 1 

29 

300 
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７．インターナショナル・セーフ・スクール 

ＷＨＯ協働センターでは、心や身体を傷つける外傷及びその原因となる事故、いじめ、暴力の予防

に取り組む学校を「インターナショナル・セーフ・スクール」として認証する制度を推進しています。 

セーフスクールの認証では、学校内だけではなく、子どもを守る地域ネットワークとの連携・協働

と子ども自身の参加が重要とされています。 

1980 年代にスタートした「セーフコミュニティ」に対して、セーフスクールは 2003 年から始まっ

た認証制度であり、2010 年 10 月現在、就学前教育施設や小学校、大学に至るまで、世界で 44 の学

校が認証を取得しています。 

日本では 2010 年 3 月に大阪教育大学附属池田小学校が認証を取得し、さらに 2010 年 11 月には、

厚木市の「清水小学校」が認証取得を目指しています。 

認証の指標や手続きは、セーフコミュニティとほぼ同じですが、再認証までの期間は 3 年とされて

います。（セーフコミュニティは 5 年です。） 

豊島区では、これまでも積極的に学校の安全対策に

取り組んできました。セーフコミュニティでは、「学校

の安全」を重点テーマとしており、そのモデル校とし

て「区立朊有小学校」（児童数 503 名）を位置づけ、認

証取得に取り組みます。 

今後、セーフコミュニティ認証の目標である 2012

年度（平成 24 年度）中の認証取得を目指し、2010 年

内を目途に、取り組み方針とスケジュールを明らかに

します。 

 

 

≪インターナショナル・セーフ・スクール認証の「7 つの指標」≫ 

指標１ 
教師、生徒・学生、事務・技術スタッフ・保護者の協働を基盤に、安全向上に取り組む運営

基盤が整備されている。 

指標２ 
セーフスクールの取組方針は、セーフコミュニティに関する方針と整合性をもって決定さ

れ、教育委員会が定める教育プログラムの方針と一致している。 

指標３ 
長期かつ継続的に運営されるプログラムによって、両性・すべての年齢（学年）、環境、状

況がカバーされている。 

指標４ 
ハイリスクのグループ・環境および弱者グループを対象としたプログラムがある。 

 

指標５ 
事故・暴力や自傷などによる外傷の原因の頻度・原因を記録するプログラムがある。 

 

指標６ 
学校政策、プログラム、そのプロセス、変化による効果を評価する方法がある。 

 

指標７ 
地域、国内・国際的なネットワークに継続的に参加する。 

 

 

  

区立朊有小学校と学区域 
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「インターナショナル・セーフ・スクール」 

認証取得に向けて 

 

豊島区立朊有小学校は、これまで、安全教育の一環として、地域安全マップづくりを通した児童の危険回避能

力の育成や、町会・ボランティア団体等と連携した子どもの見守りを行ってまいりました。 

現在、子どもたちを取り巻く安全をめぐる社会状況は大きく変化しています。また区内でも、子どもの交通事故

や学校事故の件数は、増加傾向にあります。 

我が国でも屈指の高密都市に居住し、学校に通う子どもたちにとって、安全で安心して毎日を過ごし、生き生

きと学ぶことができる環境をつくることは、まさに急務の課題であり、このことは、学校関係者をはじめ、保護

者・地域、みんなの願いでもあります。 

豊島区教育委員会では、平成２２年３月に「豊島区教育ビジョン２０１０」を策定し、この中で、子どもたち

の安全にかかわる施策の推進を打ち出しております。 

このことを踏まえ、朊有小学校では、これまでの安全教育の集大成として、ＷＨＯセーフコミュニティ協働セ

ンターが提唱する「インターナショナル・セーフ・スクール」への取り組みを進めてまいりますので、ご協力を

お願いいたします。 

 

 

                        平成 22年 11月 16日 

豊島区立朊有小学校長 田淵 貢造 
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セーフコミュニティとしま 第 19回地域安全運動豊島区民大会  

2010年 10月 7日開催（東京芸術劇場大ホール）区民 1,500名以上が参加しました。 

 

地域活動の事例発表の皆さん 
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第２章 豊島区がセーフコミュニティに取り組む意義 

 

１．高密都市だからこそ重要な「安全」と「コミュニティ」 

 豊島区は、日本一の高密都市であり、コンパ

クトな中に文化、商業、業務、居住、教育など

様々な機能が集積し、多様な人々が暮らし、活

動することで活力を生み出しています。 

しかし同時に、一日乗降客数 264 万人の池

袋駅を中心に、都内有数の繁華街が広がってい

ることから、犯罪防止や環境浄化、交通事故な

どについての課題を抱えており、地震災害に脆

弱な密集住宅地が広く分布することなど、高密

都市であればこその安全課題も持ち合わせて

います。 

また、一年間に２万人を超える転出入、単独

世帯が６割を占める世帯構成、一人暮らし高齢

者の割合の高さや、出生率の低さなどは、豊島

区の特性であると同時に、地域のコミュニティ

づくり、人と人の絆を広げていくうえでの課題

でもあります。 

 

 

２．豊かな地域力に支えられた「安心」を高める 

こうした「安全」と「コミュニティ」に関する課題は、豊島区が常に向き合い続けるべき基本的な

課題であり、文化政策や環境政策、都市再生など、成長戦略の柱を打ち立てていく基盤ともなるもの

です。 

暮らしのなかに「安全」と「コミュニティ」がそろっ

てこそ、私たちは真の「安心」を感じることができます。 

セーフコミュニティ活動は、安全な生活環境を確保す

るとともに、地域のなかに豊かなコミュニティや部門を

越えた横のつながりを広げることで、安全と健康の質を

高めていくまちづくり活動であり、豊島区の基本的な課

題に対応する政策モデルです。 

豊島区は、セーフコミュニティ活動を展開することで、

安全を起点としてコミュニティにおける人の絆やつなが

り広げ、豊かな地域力に支えられた「安心」なまちづく

りを推進していきます 

  

膨大な 
来街者 

日本一の 
人口密度 

大繁華街 
池袋 

密集 
住宅地 

みどりの 
少なさ 

商業機能 
の集積 

昼間人口 
の多さ 
の 

6割が 
単身世帯 
の 

高齢化 
20.8％ 

高齢単身 
率 37％ 

外国人 
との共生 

年間 2万人 
超の転出入 

合計特殊出
生率 0.88 
超の転出入 

少子化 
8.6％ 
21％ 

安全・安心 
の課題 

コミュニティ
の課題 

高密都市 

安 心 

安 全 コミュニティ 

セーフコミュニティ 
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３．世界基準で評価することで改善につなげる 

セーフコミュニティは、新たに特別な活動をはじめるのではなく、これまでの地域活動や事業を活

かしながら、「予防」に重点を置き、効果的な工夫や横の連携を取り入れていく活動です。 

豊島区では、様々な地域を守る安全・安心活動が行われています。これらの活動をＷＨＯが示す６

つの基準に照らして、科学的な視点から改めて評価し、新たな発想や方法を学ぶことで、地域の「健

康」と「安全」の活動を大きくステップアップすることができると考えています。 

 

 

４．まちのイメージアップにつなげる 

「住みたい、住み続けたい、訪れたいまち」として選ばれていくために、また、子どもを育て、働

き、事業を興し、自己実現を図っていくために、安全・安心は最も基本的な要素です。 

セーフコミュニティの認証を取得することで、豊島区の安全・安心の取り組みが世界基準に照らし

て確認されることになります。 

日本一の高密都市から「地域力による予防モデル」を世界に発信することで、「住みたいまち、住み

続けたいまち」としてのイメージを高めることができます。 

セーフコミュニティの認証を取得することは、豊島区の品格を高め、まちのイメージアップを進め

ていくうえで、価値ある取り組みとなります。 

 

 

５．医療・介護等の費用削減につなげる 

不慮の事故を予防し、転倒による要介護状態になることを防ぐことで、医療費、介護費用などの削

減効果を向上させることができます。 

また、自殺を予防することで、経済的な損失を防ぐことができます。 
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第３章 外傷と事故に関する現状と課題 

 

１．外傷等による死亡の状況 

 人口動態統計により、豊島区の「不慮の事故」と「自殺」の状況をみると、「不慮の事故」は毎年

60 人前後で推移しており、ほぼ横ばいからわずかに減尐する傾向にあります。 

「自殺」については、毎年 50～80 人の間で変動が大きい状況ですが、やや増加する傾向がみられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較のため、人口 10 万人あたりでみると、「不慮の事故」による死亡は、全国平均よりも低い水準

で推移していますが、東京都平均よりは高い状況です。 

 また、「自殺」については、変動が大きい状況ですが、総体的にみれば全国平均や東京都平均を上回

る状況で推移しています。 
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「不慮の事故」により毎年 60 人前後が亡くなっています。高齢になるほど死亡者が増加しており、転倒・

転落、溺死、窒息が主な原因です。 

交通事故による死亡者は、約 7 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の社会的課題となっている「自殺」ですが、豊島区でも過去 5 年間の平均で約 64 人が亡くなってい

ます。20 歳台後半から 30 歳台前半、そして 50 歳台後半にピークがあります。いずれの年齢層でも男性の

方が多くなっています。 
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≪年齢層別死因順位 過去 5年間（平成 17～21年）の平均≫（人口動態統計） 

年齢 1位 2位 3位 4位 5位 

0歳 神経系疾患 その他 
   

1_4歳 心疾患、神経系疾患 その他 
  

5_9歳 不慮の事故 その他 
   

10_14歳 不慮の事故、悪性新生物、神経系疾患 その他 
 

15_19歳 自殺 不慮の事故、悪性新生物 
  

20_24歳 自殺 不慮の事故 悪性新生物、心疾患、脳血管疾患 

25_29歳 自殺 不慮の事故 悪性新生物 心疾患 神経系疾患 

30_34歳 自殺 不慮の事故 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 

35_39歳 自殺 悪性新生物 不慮の事故 心疾患 脳血管疾患 

40_44歳 悪性新生物 自殺 脳血管疾患 心疾患 消化器疾患 

45_49歳 悪性新生物 自殺 脳血管疾患 心疾患 消化器疾患 

50_54歳 悪性新生物 自殺 脳血管疾患 消化器疾患 心疾患 

55_59歳 悪性新生物 心疾患 消化器疾患 脳血管疾患 自殺 

60_64歳 悪性新生物 心疾患 消化器疾患 脳血管疾患 自殺 

65_69歳 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 消化器疾患 肺炎 

70_74歳 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 消化器疾患 

75_79歳 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 消化器疾患 

80_84歳 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 消化器疾患 

85_89歳 悪性新生物 心疾患 肺炎 脳血管疾患 消化器疾患 

90_94歳 心疾患 悪性新生物 脳血管疾患、肺炎 老衰 

95歳以上 心疾患 肺炎 老衰 脳血管疾患 悪性新生物 
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※平成 19 年、20 年の２年間について遺書等の動機を裏付け

る資料により、明らかに推定できる原因・動機を一人 3 つま

で集計可能として算出したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※東京都監察医務院が死因を確認するために取り扱ったものうち、 

65 歳以上の一人暮らし高齢者の自宅における不自然死の数。 
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２．外傷（けが）の状況 

（１）区民へのアンケート調査 

外傷（けが）については、社会的な統計制度が確立されていないため、区民へのアンケート調査を

実施することにより、傾向を把握しました。（※平成 22 年 6 月：協働のまちづくりに関する区民意識

調査、18 歳以上の区民 5,000 人を無作為抽出、回答率 40.8％） 

なお、子どもについては、今年 11 月に別途アンケート調査を実施する予定です。 

調査結果では、11％（約 9 人中 1 人）が最近 1 年間に「けが」で医療機関に入院・通院したことが

あり、70 歳以上ではその割合が 14.1％（約 7 人中 1 人）へと高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口動態統計による死亡者数とアンケート調査を組み合わせて推計すると、18 歳以上の区民全体では、

1 人の死亡に対して、入院はその約 70 倍、通院は約 350 倍、その背景には約 500 倍もの「ヒヤリ体験」

があることになります。 
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けがをして、医療機関に入院したこ

とがある

けがをして、医療機関に通院したこ

とがある

けがはしなかったが、一歩間違えば

大きなけがや事故になったようなヒ
ヤリ体験がある

（％） 

70歳以上

ヒヤリ体験5,050人
＇死亡の約144倍（

通院3,660人

＇死亡の約105倍（

入院1,500人
＇死亡の約43倍（

死亡35人

区民全体

ヒヤリ体験29,700人
＇死亡の約500倍（

通院20,240人
＇死亡の約350倍（

入院3,960人
＇死亡の約70倍（

死亡58人

※入院、通院、ヒヤリ体験の人数は、上記の「過去１年間のけが・事故の割合をもとに、平成 22 年 1 月 1 日現在の住

民基本台帳上の 18 歳以上の人口（219,681 人）と 70 歳以上の人口（36,594 人）で換算したものです。 

過去１年間のけが・事故の経験 ＇区民アンケート調査（ 

死亡・けがの全体像 ＇人口動態統計と区民アンケート調査から推計（ 

※図中の数字は 1年間 
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（２）高齢者へのアンケート調査 

 

この１年間の自宅で転倒の有無 

 6人に 1人が、この 1年間に自宅内で転倒したと回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

転倒した際の「けが」の有無 

 自宅内の転倒によって 10人中 7人が「けが」をしています。そのうち一番多い「けが」はねんざ・

打撲で、けがをした人のうちの 4割以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

転倒した場所 

 自宅内の転倒の 25％は居間、次いで階段 15.7％となっています。 
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27.0%
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(n=2,001) 

 

 

(n=2,317) 
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この１年間の外出中の「けが」の有無 

自宅内での「けが」の割合より低くなりますが、それでも 14人に 1人はこの 1年間で外出中にけ

がをしており、同じ割合で「けがをしそうになった」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

外出中のけがをした、けがをしそうになったときの状況 

 歩行中は、自転車乗車中のほぼ 2倍の数となっており、回答者の 5割以上が歩行中と回答していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

外出中のけが・事故の原因 

「穴、凹凸、傾斜があった」が 24％、「階段、段差があった」が 23％と路面や施設の状態を原因と

する回答が上位を占めました。 
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３．救急搬送データによる分析 

（１）救急搬送データの特性 

豊島区内へ出動した救急車の搬送データをもとに、事故やけがの状況を分析することができます。

しかし、豊島区内への出動は、必ずしも区民という範囲だけではなく、昼間であれば就業者や就学者、

来街者を対象とするものも含まれています。 

豊島区は、夜間人口より昼間人口の方がはるかに大きく、特に 15 歳～59 歳の年齢層では、夜間と

昼間で人口構成に大きな違いがあるものと考えられます。そうして点を踏まえて、データを見ていく

ことが必要です。 

 

（２）救急搬送に至った事故の発生率 

人口 1 万人あたりで、救急搬送に至った事故の発生率を分析すると、高齢者や乳幼児で比較的高い

発生率となっており、対策の優先順位が高いといえます。なお、15 歳～19 歳の男性では発生率が高

くなっていますが、学生など昼間人口の影響を考慮する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）転倒により救急搬送に至った事故の発生率 

人口 1 万人あたりで、転倒が原因で救急搬送に至った事故の発生率を分析すると、高齢者が非常に

高く、次いで乳幼児での発生率が高くなっています。 
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４．交通事故の発生状況 

（１）交通事故発生件数の推移 

交通事故は、ピークだった平成 13 年度の 1,885 件に対して、平成 21 年度にはほぼ半減して 958 件

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人口 10 万人あたり 交通事故発生件数（単位:件） 

交通事発生件数を、人口 10 万人あたりで東京都や２３区全体と比較すると、最近、豊島区の発生

率が低くなってきています。 
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（３）人口 10 万人あたり自転車事故の発生件数 

2000 年度以降、自転車の交通事故は横ばいで推移し、23 区や東京都よりも高い水準でしたが、最

近では大きく減尐し、ほぼ同じ水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）交通事故による転倒で救急搬送に至った事故の発生率 

交通事故により救急搬送に至った事故について、その原因を分析すると、ほとんどの年齢層で自転

車乗車中にけがをした割合が高いことが分かります。交通事故の予防対策では、自転車事故への対策

の優先順位が高いといえます。 
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５．犯罪の発生状況 

（１）刑法犯認知件数の推移 

刑法犯の認知件数は、平成 15 年度の 11,589 件をピークとして年々減尐し、2009 年度には約３割減

って 7,855 件となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人口 10 万人あたりの刑法犯認知件数 

豊島区の人口 10 万人あたりの刑法犯認知件数は、過去 10 年間、国や東京都を上回る状況にあり、

約２倍の発生率となっています。 
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（３）地域別の刑法犯認知件数 

町丁目別に刑法犯認知件数をみると、池袋駅周辺など繁華街での発生が顕著であることが分かりま

す。住宅地での防犯対策はもちろんですが、こうした繁華街における防犯対策が豊島区にとっては重

要な課題です。（過去 6 年間の平均による年間発生件数と分類割合） 
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（ｎ＝2,040）
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６．区民の安心感に関する調査 

豊島区に生活する区民の安心感を高めていくことは、セーフコミュニティの目標でもあります。 

安心感についても、区民へのアンケート調査を実施し、動向を把握しました。（※平成 22 年 6 月：

協働のまちづくりに関する区民意識調査、18 歳以上の区民 5,000 人を無作為抽出、回答率 40.8％） 

 

事故やけが、犯罪、災害などに対する安心感 

 「不安感が大きくなった」と「やや大きくなった」の合計が「安心感が高まった」と「やや高まっ

た」の合計を約 10％上回っています。 
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７．人口と世帯の状況 

（１）人口、人口密度の推移 

豊島区の人口は、1997 年（昭和 62 年）までは減尐を続けていましたが、それ以降増加に転じ、2010

年（平成 22 年）には、26 万 3 千人となっています。 

 人口密度もこれに伴って高まり、現在では 1 ヘクタール（100 メートル四方）当たり 202 人と、23

区はもちろん日本で最も人口密度が高い都市となっています。 

 また、商業業務機能や教育機能などが集積しているため、夜間人口の約 1.5 倍の昼間人口があり、

2005 年（平成 17 年）国勢調査では、39 万人となっています。 
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（２）少子高齢化の状況 

 高齢者（65 歳以上）の割合は、2010 年（平成 22 年）で 20.8％、また、子ども（14 歳以下）の割

合は 8.6％となっています。東京 23 区のなかで、尐子高齢化の状況を比較すると、尐子化では新宿区

に次いで 2 番目、高齢化では、7 番目です。 

 出生数、合計特殊出生率ともに、2004 年（平成 16 年）以降増加傾向にあり、2009 年（平成 21 年）

の出生数は 1,769 人、合計特殊出生率は 0.88 となっています。 
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（３）人口移動の状況 

 転入・転出の状況から人口移動をみると、最近では、転入が転出を上回ることによって、人口が増

加しています。転出は 19,000 人前後で推移しており、年間約 2 万人の人口が入れ替わっていること

が分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）世帯構成の状況 

 豊島区では、夫婦と子の世帯の割合が減尐する一方で、単独世帯の割合が高まり、世帯のシングル

化が進んでいます。 
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第４章 ６つの指標に基づく取り組み方針 

 

活動と認証審査の「６つの指標」 

セーフコミュニティ認証の基本的な要素として、次の６つの指標が示されています。 

 

指標 1  分野を越えた協働を推進する組織が設置されている。 

指標 2  全ての性別、年齢、環境をカバーする長期・継続的な予防活動を実施する。 

指標 3  子どもや高齢者など、ハイリスクグループに焦点を当てた予防活動を実施する。 

指標 4  傷害が発生する頻度・原因を継続的に記録する仕組みを持っている。 

指標 5  予防活動の効果・影響を測定・評価するための仕組みを持っている。 

指標 6  国内及び国際的なセーフコミュニティネットワークへ継続的に参加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標 1 

分野を越えた協働を推進する組織が設置されている。 

・セーフコミュニティ推進協議会 

・対策委員会 

指標２ 

全ての性別、年齢、環境をカバーする長期・継続的な予防活動を実

施する。 

・幅広いセーフティプロモーション 

指標３ 

子どもや高齢者など、ハイリスクグルー

プに焦点を当てた予防活動を実施す

る。 

 

・１０の重点テーマ 

・対策委員会 

指標４ 

傷害が発生する頻度・原因を継

続的に記録する仕組みを持って

いる。 

・外傷サーベイランス 

指標５ 

予防活動の効果・影響を測定・

評価するための仕組みを持って

いる。 

・目標設定、評価 

指標６ 

国内及び国際的なセーフコ

ミュニティネットワークへ継続

的に参加する。 

活動 

評価 

計画 

交流 
発信 
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指標 1 
分野を越えた協働を推進する組織が設置されている。 

 

１．豊島区セーフコミュニティ推進協議会の設置 

 豊島区におけるセーフコミュニティ活動の推進主体として、平成 22 年 5 月、安全・安心に関する

活動に取り組んでいる幅広い組織や団体等から構成する「豊島区セーフコミュニティ推進協議会」を

設置しました。 

 協議会は、豊島区が定めた要綱により設置するもので、会長は豊島区長です。 

 また、円滑な活動に向けて必要となる専門的なアドバイスを受けるために、協議会に学識者等の専

門委員を設置しています。（※協議会設置要綱については、巻末資料を参照） 

 

≪開催経過≫ 

第 1回 平成 22年 05 月 20日開催 

第 2回 平成 22年 07 月 30日開催 

第 3回 平成 22年 11 月 16日開催 

※毎年度、定期的に開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪専門委員≫ 

○衞藤 隆 氏 ・日本子ども家庭総合研究所 母子保健研究部長 

・日本セーフティプロモーション学会 理事長 

○石附 弘 氏 ・財団法人国際交通安全学会 専務理事 ・日本市民安全学会 会長 

・日本セーフティプロモーション学会 理事 

○白石 陽子 氏 ・セーフコミュニティ認証センター公認コーディネーター 

・京都大学安寧の都市ユニット（医学研究科）特定研究員 

○市川 政雄 氏 ・筑波大学大学院人間総合科学研究科 社会医学系 教授 
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≪協議会構成≫ 

◆防犯、消防、安全(25) 

 防犯協会（池袋・巣鴨・目白） 

母性協会、母の会（池袋・巣鴨・目白） 

 池袋東地区環境浄化推進委員会 

池袋西地区環境浄化推進委員会 

池袋西口駅前環境浄化推進委員会 

巣鴨ビル・マンション・アパート防犯協議会 

豊島マンション連絡協議会 

日本ガーディアン・エンジェルス 

消防団（豊島・池袋） 

防火防災協会（豊島・池袋） 

消防尐年団（豊島・池袋） 

交通安全協会（池袋・巣鴨・目白） 

交通尐年団（池袋・巣鴨・目白） 

生活安全協議会公募委員 

 

◆高齢・障害者、子ども等(9) 

 豊島区民生・児童委員協議会 

 豊島区保護司会 

豊島区高齢者クラブ連合会 

 豊島区障害者団体連合会 

 豊島区青尐年育成委員会連合会 

 日本ボーイスカウト豊島地区協議会  

 豊島区社会福祉協議会 

 

◆医療、衛生(5) 

 豊島区医師会 

 豊島区歯科医師会 

 豊島区薬剤師会 

 豊島区池袋食品衛生協会 

 豊島区環境衛生協会 

 

 

◆コミュニティ、産業、まちづくり(18) 

豊島区町会連合会 

東京商工会議所豊島支部 

豊島区商店街連合会 

豊島区観光協会 

豊島産業協会 

豊島法人会 

地域区民ひろば運営協議会 

池袋西口商店街連合会 

東京青年会議所豊島区委員会 

東京巣鴨ライオンズクラブ 

としまＮＰＯ推進協議会 

東京都建築士事務所協会豊島支部 

東京都宅地建物取引業協会豊島区支部 

全日本不動産協会豊島文京支部 

 

◆教育、スポーツ(12) 

 豊島区体育協会 

 豊島区レクリエーション協会 

 豊島区体育指導委員協議会 

 学習院大学 

 女子栄養大学 

 大正大学 

 帝京平成大学 

 東京音楽大学 

 立教大学 

 豊島区立小・中学校ＰＴＡ連合会 

 豊島区立小・中学校校長会 

 豊島区立朊有小学校 

 

◆官公庁(9) 

 豊島区 

 警察署（池袋・巣鴨・目白） 

消防署（豊島・池袋） 

 東京都第四建設事務所 

 池袋労働基準監督署 

 東京都児童相談センター 
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２．対策委員会の設置 

 

（１）対策委員会の位置づけ 

 「豊島区セーフコミュニティ推進協議会」のもとに、「指標３」で設定する重点テーマに対応するか

たちで、データ分析や活動の評価、改善策の検討を行う対策委員会を設置します。 

対策委員会は、原則として、「豊島区セーフコミュニティ推進協議会設置要綱」に基づいて設置しま

す。また、それぞれの対策委員会のメンバーは、重点テーマに関連する行政機関のほか、地域で活動

を展開している団体等が参加する部門横断的な構成とします。 

なお、同じ目的と機能を持つ既存の会議体がある場合には、それを対策委員会として位置づけるこ

とができるものとします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対策委員会のスケジュール 
 

2010年 12月 対策委員会の設置 

2011年 03月末 ●中間レポート①作成 

2011年 06月 10､11日 ＷＨＯ認証センターからの視察で発表 

2011年 09月 ●中間レポート②作成 → 認証申請書に反映 

2011年 12月 ●最終レポート作成 → 認証申請書に反映 

2012年 01月 ＷＨＯ認証センターからの現地審査で発表 

→2012 年の認証取得を目指します！ 

 

  

豊島区セーフコミュニティ推進協議会 ＇会長：豊島区長（  

（
庁
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（３）対策委員会の検討内容 
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３．地域区民ひろば、地域協議会との連携 

 セーフコミュニティ認証の「指標３」における重点テーマと対策委員会（ワーキングチーム）は、

人口 26 万 6 千人の豊島区全体を単位として地域診断を行い、課題設定を行ったものです。 

一方、身近な生活圏や地域レベルでの課題を分析し、地域密着型の活動を展開することは、幅広い

参加を促し、地域コミュニティを活性化していくうえで、理想的なセーフコミュニティの姿でもあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

豊島区では、人口 1～2 万人前後の小学

校区のエリアを単位とする、新たなコミュ

ニティづくりの拠点として「地域区民ひろ

ば」を展開しています。 

また、より身近な地域において、行政と

住民が相互に連携してまちづくりのあり方

を話し合う仕組みとして、「豊島区自治の推

進に関する基本条例」において、「地域にお

ける協議会」の設置規定を置き、現在、具

体的な制度設計に向けて、中学校区を単位

とするモデル事業を実施しています。 

コミュニティづくりや住民自治の充実に向けたこれらの政策は、様々な分野の政策や関係する地域

活動団体を、身近な地域を起点として、縦割りの垣根を越えて横につなげていこうとする取り組みで

あり、セーフコミュニティ認証の「指標１」に相通じる考え方です。 

豊島区のセーフコミュニティでは、豊島区全体の活動と並行して、こうした「地域区民ひろば」や

「地域における協議会」と積極的に連携を図り、活力あるコミュニティに支えられた安全活動を展開

していきます。 

 

 

  

豊島区全体のセーフコミュニティ活動 地域密着型のセーフコミュニティ活動 

セーフコミュニティ活動 

積極的連携 

コミュニティづくり 

住民自治の充実 

地域区民ひろば

コミュニティ 
豊島区自治推進条例に基づく 

地域における協議会 

地域区民ひろば

コミュニティ 
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４．セーフコミュニティ・モデル地区における協議会の設置 

豊島区の一部エリアをセーフコミュニティの「モデル地区」として設定する場合には、「豊島区セー

フコミュニティ推進協議会」のもとに、当該エリアにおける分野横断的な協議会を設置します。 

この「モデル地区」とは、あらかじめ設定した特定のテーマに関する中心的またはパイロット的な

活動地区とは異なり、エリア内の住民から構成する協議会が主体となって課題を設定し、活動を展開

する地区を意味しています。 

「モデル地区」は、当面、「豊島区自治の推進に関する基本条例」に規定する「地域における協議会」

に関するモデル事業を展開するエリアから設定することとし、その協議会をセーフコミュニティに関

する協議会として位置づけます。 

平成 22 年度は、池袋中学校区をエリアとする「北池袋地区モデル地域協議会」が 1 地域のみ活動

しているため、これをセーフコミュニティ・モデル地区に指定しました。 

認証取得を目指す平成 24 年度に向け、さらに「地域における協議会」のモデル事業の展開を広げ

ていきます。 

 

○北池袋地区：セーフコミュニティ・モデル地区指定 2010年 5月 

   （※「北池袋地区モデル地域協議会」をセーフコミュニティの協議会として位置づけ） 

 

＜協議会の構成＞ 

町会、区民ひろば運営協議会、商店会、消防団、防犯協会、母性協会、まちづくり協議会、 

まちづくりの会、民生・児童委員、青少年育成委員会、小学校ＰＴＡ、中学校ＰＴＡ、ＮＰＯ法人、 

マンション管理組合、公募委員 

 

＜活動経過＞ 

2010年 03月 セーフコミュニティの取り組みについて説明 

2010年 05月 セーフコミュニティの取り組みについて説明 

２部会においてセーフコミュニティについて説明 

2010年 07月 地理情報システムを活用したワークショップについて 

2010年 08月 地理情報システムを活用したまち歩きワークショップを開催 

2010年 10月 子どもの安全・安心アンケートの実施について 

2010年 11月 子どもの安全・安心アンケートを実施予定 

※来年 3月を目標に地域の安全カルテを作成 

 

○区の北部に位置する面積 haのエリア 

○人口 28,000人 

○65歳以上の割合 21.1％ 

 ０～14歳の割合  8.8％ 

○区立小中学校 

 池袋第一諸学校、池袋第二小学校、文成小学校、 

池袋中学校 

○区民ひろば池袋本町、区民ひろば上池袋 
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５．地域区民ひろばをセーフコミュニティのステーションに 

豊島区では、新たなコミュニティづくりの拠点である「地域区民ひろば」を、平成 22 年度現在、

18 の小学校区で展開しています。豊島区全域 22 地区での展開が目標です。 

それぞれのひろばでは、区民による運営協議会が設置され、コミュニティづくりのほか、高齢者向

けの事業や子育てに関する事業など、セーフコミュニティに関連する数多くの事業を展開しています。

年間 1 万件を超える事業を実施し、世代を問わず年間 60 万人を超える利用者があります。 

セーフコミュニティは、豊かな地域力によって安全・安心の質を高める活動です。 

これまでの実績を活かし、豊島区全体として取り組むセーフコミュニティ活動を身近な地域で実践

する場として、また、区全体のセーフコミュニティ活動と地域をつなぐ場として、「地域区民ひろば」

を位置づけます。 

そして、「地域区民ひろば」を、セーフコミュニティのステーションとして機能させるべく、地域の

安全に関する情報提供機能を強化するほか、「指標３」で設定する重点テーマに関する具体的な活動や

プログラムの充実を図っていきます。 

 

 

  

高齢者 

子育て 

安全・安心 

セーフコミュニティ重点テーマ 

1 一人暮らし高齢者の見守り  

2 障害者の安全  

3 子どものけが予防  

4 児童虐待の防止  

5 学校の安全 ＇セーフスクール（ 

6 自殺・うつ病の予防  

7 がんの早期発見  

8 自転車利用の安全  

9 繁華街の安全  

10 地震災害の防止 

 

コミュニティ

子育て 

重点テーマに関する活動や情報提供 

の場としての機能強化を進める 

地域区民ひろば 
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指標２ 
全ての性別、年齢、環境をカバーする長期・継続的な予防活動を実施する。 

 

◆セーフティプロモーションの全体を確認する 

 下記のようなマトリックスにセーフティプロモーション（予防活動等）を当てはめてみることで、

どの程度カバーできているかを確認します。豊島区では、ほぼ全ての性別、年齢、環境をカバーする

予防活動が実施しています。 

認証申請に向けて、予防活動が長期・継続的なものとなるよう、一つひとつ評価を加え、効果や改

善策等を確認していくことが必要です。 

 

 

 

  

子ども
(0～14歳)

青年
(15～24歳)

成人
(25～64歳)

高齢者
(65歳以上)

全年齢
を対象

住宅内の安全 8 5 8 25

交通の安全 17 13 13 15 13

学校の安全 15

職場の安全 3

余暇・スポーツの安全 6 2 2 2 2

傷害・暴力からの安全 40 20 23 22 16

災害からの安全 20 20 20 21 20

自殺予防 10 9 9 10 9

がんの早期発見 2 4 4

その他 13 11 11 11 13

計 129 82 93 110 73

※子ども～高齢者の数は、全年齢の数を加算したもの

年　齢　層

環
　
境
　
・
　
状
　
況
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１ 住宅内の安全 

№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 

担当・関与者 

区 行
政 

民
間 

1 

地域区民ひろば介護予防教

室＇いきいき体操 ,健康保持

体操,筋力アップ教室等（ 

高齢者 

介護予防を目的に、区民ひろば施設を利用する高齢者を対象

に、介護予防体操、転倒予防事業、骨粗鬆症予防講座等を実

施する。 

○   ○ 

2 
地域区民ひろば認知症予防

教室 
高齢者 

認知症予防を目的に、区民ひろば施設を利用する高齢者を対

象に、各種教室＇脳トレ麻雀、脳トレタイム、脳の健康 UP、音

楽療法等（を実施する。 

○   ○ 

3 
地域区民ひろば口腔ケア＇衛

生（教室 
高齢者 

誤飲等の防止を目的に、区民ひろば施設利用の高齢者に対

し、口腔ケアの教室を開催 
○     

4 
見守り地区連絡会・懇談会・

情報交換会 
高齢者 

高齢者の見守り活動に関する情報交換・話し合いを民生委員

など見守り協力員と行う。 
○     

5 ウォーキングリーダー講座 高齢者 
介護予防を目的に、効果の高いウォーキングの指導者を養成

し、普及を図るための講座を開催 
○     

6 
高齢者施設への体育指導員

派遣 
高齢者 

高齢者の健康保持・介護予防を目的に、高齢者施設へ体育指

導員を派遣し、簡卖な運動指導を行う。 
○     

7 高齢者マシントレーニング 高齢者 

転倒予防を目的に、高齢者用トレーニングマシーンを使用し、

筋力・持久力・柔軟性を高めて運動機能の向上を目指したトレ

ーニングを行う。 

○     

8 筋力アップ教室 高齢者 

転倒予防を目的に、簡卖な用具を使用し、筋力や身体機能の

向上をめざし、継続できる運動習慣を身につけるための教室

を実施する。 

○     

9 高齢者水中トレーニング 高齢者 
転倒予防を目的に、水中歩行・水中負荷による体操を行い、

運動の習慣化、運動機能向上をめざす。 
○     

10 脳イキイキ教室 高齢者 
認知症予防を目的に、脳を活性化させる簡卖な読み書き計算

の教室を開催する。 
○     

11 認知症予防教室 高齢者 
知的活動と有酸素運動を組み合わせたグループ活動を通じて

脳を活性化させることを目的とした教室を開催する。 
○     

12 口腔ケアプログラム 高齢者 

摂食・嚥下時の事故防止を目的に、口腔機能が低下する恐れ

のある者に対し、訪問等により、摂食・嚥下機能や口腔衛生状

態の改善をめざた指導助言を行う。 

○     

13 高齢者元気あとおし事業 高齢者 

指定された施設等でボランティアをすることでスタンプを貯め、

その数に応じて換金できる事業。ボランティア本人の介護予防

と共に支え合う地域社会づくりをめざす。 

○     

14 認知症・虐待専門対応事業 高齢者 
認知症の支援困難ケースや虐待ケースに関して、弁護士・精

神科医・臨床心理士等の専門家から助言を受ける。 
○   ○ 

15 アウトリーチ事業 高齢者 

一人暮らし高齢者等の安全確保を目的に、支援が必要な高齢

者を直接訪問し、高齢者を見守るとともに、各種福祉サービス

につなげる。 

○     

16 緊急通報システム事業 高齢者 
一人暮らし高齢者等の緊急時の安全確保を図るため、通報機

器を設置し、消防による緊急時対応が図れるようにする。 
○ ○   

7 配食サービス事業 高齢者 
一人暮らし高齢者等の見守りを目的に、週に３回、弁当を自宅

に配達し、安否確認につなげる。 
○   
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№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

18 火災安全システム事業 高齢者 

在宅高齢者を火災から守るため、住宅用防災機器を給付する

とともに、必要に応じて東京消防庁への火災自動通報を利用

するための工事を実施する。 

○ ○   

19 自立支援住宅改修助成事業 高齢者 
在宅高齢者の転倒予防等の安全確保及び介護負担の軽減を

目的に、段差解消等の住宅改修費用を助成する。 
○     

20 介護予防普及啓発事業 高齢者 

介護予防の普及啓発を目的に、外部講師などによる介護予防

講座や介護予防に関する体力測定など内容とするおたっしゃ

相談・応援団事業を実施する。 

○     

21 
見守りと支えあいネットワー

ク事業 
高齢者 

一人暮らし高齢者が安心して暮らし続けられることを目的とし

て、見守りを希望する高齢者に地域ボランティアが週１回の外

からの生活状況の確認と月１回の声かけによる安否確認を行

う。 

また、業務上個別訪問を実施している事業者に異常を発見し

た場合は地域包括支援センターへ通報するよう協力を依頼す

る。 

○     

22 
おたすけクラブ＇ポット通信に

よる安否確認（ 
高齢者 

高齢者の安心な暮らしの確保を目的に、ポット通信により安否

確認を行う。 
    ○ 

23 見守り＇友愛（活動 高齢者 

一人ぐらし高齢者や寝たきり高齢者の安心な暮らしの確保等

を目的に、高齢者クラブ会員が安否確認や話相手など暮らし

の援助活動を行う。 

    ○ 

24 
重度身体障害者等緊急通報

システム 

青年・成

人＇障害

者（ 

重度身体障害者の安全確保を目的に、病気や事故等の緊急

事態に東京消防庁及び登録協力員へ速やかに連絡できるよ

う東京消防庁に直接通報できる無線発報器等を室内に設置

する。 

○ ○ ○ 

25 
重度心身障害者火災安全シ

ステム 

青年・成

人 

＇障害者（ 

在宅の重度心身障害者を火災から守るため、住宅用防災機

器を給付するとともに、必要に応じて東京消防庁への火災自

動通報を利用するための工事を実施する。 

○ ○   

26 緊急メール通報システム 

青年・成

人 

＇障害者（ 

聴覚障害者等の安全確保を目的に、病気や事故等の緊急事

態を携帯等のメールにより東京消防庁へ速やかに連絡できる

よう登録する。 

○ ○   

27 
火災警報器・自動消火器の

給付 

青年・成

人 

＇障害者（ 

火災発生の感知及び自力避難が困難な障害者を火災から守

るため、火災警報器・自動消火器を給付する。 
○     

28 
住宅改修＇段差解消・手すり

設置（ 

青年・成

人 

＇障害者（ 

在宅の重度心身障害者の転倒予防等の安全確保及び介護負

担の軽減を目的に、段差解消等の住宅改修費用を助成する。 
○     

29 

介護予防事業 

「訪問型口腔ケアプログラ

ム」 

高齢者 

特定高齢者に対する誤嚥性肺炎の予防や口腔周囲筋の機能

維持を目的として、「口腔機能向上サービス」を口腔保健セン

ターの歯科衛生士が提供している。 

○   ○ 

30 子ども事故予防センター 子ども 

主に屋内の乳幼児の不慮の事故を減尐させる目的で事故の

状況等のモデルルーム、パネル展示、より具体的に事故の起

こりやすい状況を視覚に訴えて注意喚起を行っている。 

○     

31 
乳幼児の事故予防パンフレ

ット配布 
子ども 

国、都などから配付される子どもの事故予防のパンフレットや

区作成のものを乳児健診、1歳 6カ月健診、3歳児健診時に配

付して保護者に注意喚起している。 

○ ○   

32 こんにちは赤ちゃん事業 子ども 

赤ちゃんの誕生された家庭を訪問し、母子に対する保健指導

の実施・子育て情報を提供することで、家庭の孤立化を防ぎ

健全な育児環境の確保を図る。 

○     
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№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

33 
女性のしなやか健康教室＇子

育て中世代（ 

子ども 

成人 

女性の生涯に渡った健康づくりや家族の健康づくりを支援する

ことを目的に実施する女性のしなやか健康教室の取組として、

子育て中の世代を対象とした親子体操を実施し、けが予防を

図る。 

○   ○ 

34 
女性のしなやか健康教室＇子

育て終了世代（ 

成人 

高齢者 

女性の生涯に渡った健康づくりや家族の健康づくりを支援する

ことを目的に実施する女性のしなやか健康教室の取組として、

子育て終了世代を対象とし、転倒予防のための運動を実施す

る。 

○     

35 骨粗しょう症予防教室 成人 
骨折・転倒の原因となる骨粗しょう症を予防するため、運動実

技を中心とした健康づくり教室を開催 
○     

36 子ども事故予防対策 子ども 

子ども事故の予防対策として 

①乳児健診時での健康教育 

②区民ひろば等の依頼による、事故予防の話と救急法の体験

③保育園への蘇生人形・パネルの貸出を実施する。 

○     

37 
母子保健事業＇母親・両親学

級、乳幼児健診（ 
子ども 

妊婦を対象に、母性の保護や出産・育児に関して正しい知識

を身につけてもらうための母親学級、生後３～４月の乳児を対

象に健康診査、保健指導、栄養指導を行う乳幼児健診等を行

うことにより、子どもの事故等の防止につなげていく。 

○     

38 出張健康教育 子ども 

健康相談所や児童館において、出張健康相談、母乳学級、卒

乳教室、講演会を通して健康に対する教育を行い、子ども事

故等の防止につなげていく。 

○     

39 子どもの健康講座 子ども 

乳幼児期の不慮の事故への知識を得ることにより子どもの事

故防止を図ることなどを目的として、子育て中の親に対し、医

師、保健師などを講師に講座を開催する。 

○     

 

２ 交通の安全 

№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

1 池袋駅周辺混乱防止対策 全年齢層 

大規模災害発生時の混乱防止を図るため、池袋駅周辺で予

想される大量の滞留者を想定した混乱防止の実地訓練を実

施するとともに、総合的対策を検討する。 

○ ○ ○ 

2 交通安全運動 全年齢層 
交通安全を目的に、春・秋に町会内の交通事故を予防するた

め諸活動を行う。 
○ ○ ○ 

3 
地域区民ひろば交通安全教

室 

子ども 

高齢者 

幼児・高齢者の交通事故予防を目的に、子育て中の母親や

子ども、高齢者を対象とした講話とビデオ等を内容とした教室

を実施する。 

○ ○ ○ 

4 
お正月スポーツ広場＆自転

車安全教室 
全年齢層 

西部地区区民がスポーツ体験を通じて、健康づくり・仲間作り

ができ、防犯へとつなげ、また、日々利用する自転車の乗り

方について目白警察署より指導を受け、交通安全意識の向

上に寄与する。 

○   ○ 

5 
徘徊高齢者位置情報サービ

ス利用料助成 
高齢者 

徘徊高齢者の交通事故からの予防等生活の安全を確保する

ため、位置情報サービスを利用する経費を助成する。 
○     

6 

道路使用適正化および違反

屋外広告物取締り合同パト

ロール 

全年齢層 

区内の各警察署および関係機関と合同でパトロールを実施

し、道路上に置かれた商品および違反広告物の指導、取締ま

りを強化する。 

○ ○   
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№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 行
政 

民
間 

7 区内全域の道路パトロール 全年齢層 

道路占用、道路使用の適正化により道路利用者の安全確保

と円滑な交通のため、区内全域を道路管理巡視員等が道路

パトロールを実施している。また、地域ボランティア等による

はり紙等の除去活動を実施している。 

○ ○   

8 区道の安全パトロール 全年齢層 

区道の維持管理体制を、従来の発生対応型から予防保全型

に転換するため、パトロールを実施して、区道の安全性を確

保し管理瑕疵等による事故を未然に予防する。 

○ ○   

9 交通安全区民のつどい 全年齢層 交通安全思想の普及啓発を目的とした区民大会を実施する。 ○ ○ ○ 

10 
交通安全講習会＇兹運転者

講習会（ 
全年齢層 

交通安全啓発・事故防止を目的に、区民ひろば、小学校等を

会場として一般ドライバー対象に交通安全の指導を実施す

る。 

○ ○   

11 
自転車利用啓発及び放置自

転車対策キャンペーン 
全年齢層 

自転車の安全利用啓発及び自転車の放置防止啓発を目的

に、区内各駅頭において、キャンペーン活動を行う。 
○ ○ ○ 

12 スケアード・ストレイト授業 全年齢層 
交通事故防止を目的に、スタントマンによる交通事故を目の

前で再現し、事故の衝撃や恐ろしさを体験してもらう 
○ ○   

13 歩行者路網対策 全年齢層 
交通実態に即応した交通安全対策として看板の設置やスク

ールゾーンの塗装工事を行う。 
○ ○   

14 交通安全街頭指導 全年齢層 
自転車の事故防止と利用者のルール遵守を促進するため指

導助言活動を実施する 
○     

15 
新入学児童交通安全ランド

セルカバー等の配布 
子ども 

新入学児童に交通安全ランドセルカバー等を配布し交通事故

防止の意識啓発を図る。 
○     

16 自転車安全啓発パトロール 全年齢層 

自転車の安全利用を図るため、ＷＥロード周辺及び劇場通り

周辺において週３回をパトロールを行い、呼びかけ・チラシを

配布する。 

○     

17 ＰＴＡによる自転車安全教室 子ども 
児童・保護者を対象とした児童の安全・交通ルールに関する

実技・講演を内容とする教室を実施 
○ ○ ○ 

18 
ＰＴＡによる登下校時の旗振

り・見守り 
子ども 

登下校時の児童の交通安全、犯罪被害からの防止を目的

に、保護者が校門付近及び交差点において旗振り、あいさつ

を行い、登下校時の様子を把握する。また、その様子をＰＴＡ

総会等で報告し、改善につなげていく。 

○   ○ 

 

３ 学校の安全 

№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 行
政 

民
間 

1 
木刀による剣道基本技稽古

法講習会＇指導者講習会（ 
子ども 

中学校授業における剣道指導者に、本稽古法を修得した安

全な指導方法を身につけさせる。 
○   ○ 

2 権利擁護事業 子ども 

憲法及び豊島区子どもの権利に関する条例の理念に基づ

き、権利侵害を受けた子どもの救済と、子どもの権利の正し

い理解と普及するため、いじめ・不登校・虐待等子どもの権利

擁護に係るテーマの講演会などを実施。 

○     

3 
ＰＴＡによる登下校時の旗振

り・見守り【再掲】 
子ども 

登下校時の児童の交通安全、犯罪被害からの防止を目的

に、保護者が校門付近及び交差点において旗振り、あいさつ

を行い、登下校時の様子を把握する。また、その様子をＰＴＡ

総会等で報告し、改善につなげていく。 

○   ○ 
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№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

4 ＰＴＡによる集団下校 子ども 
児童の下校時の安全確保を目的に、ＰＴＡが実施主体となり

集団下校を実施する。 
○ ○ ○ 

5 
ＰＴＡによる登下校時パトロ

ール 
子ども 

登下校時の児童の安全確保を目的に、ＰＴＡがパトロールを

実施する。 
○ ○ ○ 

6 スクールガード養成講習会 子ども 
学区域内で巡回等に従事する学校安全ボランティアを養成す

るため、講習会を開催する。 
○   ○ 

7 
スクールガードリーダーによ

る学校の巡回指導 
子ども 

防犯パトロールのノウハウを身につけるため、警察署員等に

よる防犯パトロールの講義や学校区域の通学路の巡回指導

を行う。 

○   ○ 

8 健康診断等の実施 子ども 
健康診断を実施することで、園児・児童・生徒の健康を保持増

進する。また、疾病等を早期に発見し治療に結びつける。 
○   ○ 

9 
豊島区学校保健会の取り組

み 
子ども 

学校の保健衛生に関する事業の計画・実施を行う。また、感

染症対策等の情報交換を行い、感染拡大防止のための措置

等を検討する。 

○   ○ 

10 
学校施設への防犯カメラ設

置 
子ども 

区立小中学校全校に防犯カメラを設置し、学校施設内への不

審者侵入等を監視し、児童・生徒の安全確保を図る。 
○     

11 児童への防犯ブザーの配布 子ども 
児童の登下校時等における犯罪からの安全を図るため、区

立小学校の新入生全員に防犯ブザーを貸与している。 
○     

12 
問題を抱える子ども等の自

立支援事業 
子ども 

・不登校児童・生徒の実態把握と関係者会議を定期的に実施

する。 

・不登校未然防止会議を設定し、スクールカウンセラー及び、

関係諸機関の情報交換を定期的に行う。 

・学校からの要請で、関係者会議等を開催する。 

・都スクールカウンセラーとの連携を強化するため、教育セン

ター教育相談室に担当者を置く。 

・スクールカウンセラー連絡協議会の内容を充実させ、個別

の対策検討に重点を置く。 

・「豊島区自立関係支援機関図」を改訂・送付する。 

○ ○ ○ 

13 学校安全・安心マップの作成 子ども 

危険予測能力・危険を回避する実践力の育成をねらいとし、

スクールガー・ドリーダーが小学生と通学路を巡回し、学校周

辺の危険な場所、安全な場所、災害時に役立つ場所等を手

作りの地図にまとめ、発表する。平成21年度10校実施予定。 

○   ○ 

14 セーフティ教室 子ども 

セーフティ教室では、警察の協力を得て、スクールサポーター

等と連携し、学校や地域の実態、幼児・児童・生徒の発達の

段階に応じた適切な指導を行う。具体的には「薬物乱用防

止」「暴力行為」「連れ去り・性被害防止」等をテーマに、加害

者・被害者双方にならないよう年間の教育課程に位置付け全

校で実施している。 

○ ○ ○ 

15 子ども安全連絡網 子ども 
学校から家庭へ安全に関するきめ細かな情報を発信、平成

21年度は小学校 10校、中学校 1校で行っている。 
○     
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４ 職場の安全 

№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 

担当・関与者 

区 行
政 

民
間 

1 労働安全衛生委員会 成人 

職員の安全衛生を確保するため、職員の危険又は健康障

害の防止や健康の保持増進を図るための基本となるべき

対策を講じる。 

○     

2 清掃事業所の安全対策 成人 

交通・作業研修、腰痛予防講習会、安全パトロール、シート

ベルト着用点検等清掃事務所職員に対する事故等の防止

対策を講じる。 

○     

3 学校衛生委員会 成人 
学校衛生委員会を運営し、区立学校における教職員の労

働衛生の確保を図る。 
○     

 

５ 余暇・スポーツの安全 

№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

1 
普通救命講習・ＡＥＤ取扱講習

会 
全年齢層 

施設利用者の事故に備え、従事職員全員を対象にＡＥＤ取

扱等救命に関する講習を実施。 
○   ○ 

2 合気道指導者育成講習会 子ども 
スポーツ中の事故防止を目的に、合気道指導中の注意点、

子どもの心身の特徴について学ぶ。 
○   ○ 

3 
ジュニアスポーツ教室への講

師派遣増員 
子ども 

子どもの体力向上と事故予防を図るため、卓球・体操・バス

ケットボール・バレーボール・バドミントンの現場指導者を増

員する。 

○   ○ 

4 スポーツ事故予防講座 子ども 
スポーツでの事故を予防するための指導者の心得、事故が

起こった場合の保険請求・過去の判例を学ぶ。 
○   ○ 

5 カラスの巣等撤去 全年齢層 

カラスによる被害防止を目的として、繁殖期で凶暴性を帯

び、区民に危害を加えそうなカラスを対象に公園樹木、街路

樹の撤去活動を行う。 

○     

6 公園・児童遊園遊具点検 子ども 
公園等内での遊具で事故が発生することのないよう点検を

行うとともに、専門業者による点検も３年ごとに実施。 
○     

 

６ 傷害・暴力からの安全 

№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 

担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

1 生活安全協議会 全年齢層 

区民の生活安全に関する現状把握と、生活安全に関する

事項を協議するため豊島区生活安全条例に基づき設置。

区、警察、消防の行政機関、町会、防犯協会、商店街連合

会等地域団体、一般公募区民等からなり、意見交換、協議

を行う。 

○ ○ ○ 

2 暴力団対策 全年齢層 
不当要求責任者等への講習会や区民大会等のイベント実

施などにより暴力団排除へ向けた意識啓発等を行う。 
○ ○ ○ 

3 景観対策活動＇落書き消去等（ 全年齢層 

落書きなくし隊＇地元町会やボランティア（等による落書き消

去活動の実施、商店街等による消去活動への支援、公共

施設への落書き消去委託事業など景観対策の展開によ

り、犯罪の起きにくい街を目指す。 

○ ○ ○ 
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№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

4 
青色防犯パトロールカーによる

安全・安心パトロール 
全年齢層 

警備員による青色回転灯付きパトロールカーでの防犯パト

ロールを実施し、区民に対する安全・安心の提供による体

感治安の向上を図る。 

○     

5 
自転車パトロール隊によるパト

ロール 
全年齢層 

警備員による自転車での防犯パトロールを実施し、区民に

対する安全・安心の提供による体感治安の向上を図る。 
○     

6 地域安全運動豊島区民大会 全年齢層 

区民の防犯等の安全安心に関する意識高揚のため、区、

警察署、防犯協会及び町会が主催する大会を実施し、宣

言文を採択する。 

○ ○ ○ 

7 区内警察署防犯リーダー研修 全年齢層 

防犯リーダー、防犯活動等に関する知識を身に付けたい方

に、より効果的な防犯パトロール実施を図っていただくこと

を目的として開催。 

○ ○   

8 安全・安心メール 全年齢層 
犯罪発生情報や防犯対策等に関する情報を登録者にメー

ル配信する。 
○     

9 
地域防犯力向上設備補助事

業 
全年齢層 

防犯気運の醸成及び地域の主体的な取組による防犯環境

整備を促進し、地域全体の防犯力を向上させることを目的

として、区内全域のマンション・商店街等を対象として、防犯

カメラ・防犯灯・防犯アラーム等の設備補助を実施する。 

○     

10 繁華街パトロール 全年齢層 
地元商店街・町会・警察・豊島区との合同パトロール活動に

より、繁華街地区の治安対策及び環境浄化を図る。 
○ ○ ○ 

11 専門相談＇DV（ 
成人 

高齢者 

DV 被害者に対し、専門相談員＇カウンセラー（が問題解決

のための相談に対応する。 
○ ○   

12 専門相談講座＇DV（ 
成人 

高齢者 

DV に関する暴力の問題に携わっている関係機関と連絡会

を開催し、情報交換を行う。 
○ ○   

13 
配偶者等による暴力問題相談

機関連絡会議 

成人 

高齢者 

DV に関する暴力の問題に携わっている関係機関と連絡会

を開催し、情報交換を行う。 
○ ○ ○ 

14 
若年層へのデート DV 周知事

業 

青年 

成人 

DV の未然防止のため、中学生、高校生、大学生等の若年

層向け普及・啓発事業を実施する。 
○   ○ 

15 
DV及びデートDV相談カードの

配布 
青年 

DV及びデート DV被害者に相談機関を周知するために、カ

ードを配布する。 
○     

16 防犯パトロール 全年齢層 町会内の事故・犯罪防止のため、パトロールを行う。 ○   ○ 

17 
安心・安全パトロール＇ことぶき

パトロール（ 
全年齢層 

高齢者が警察と協働して地域を見守るとともに、高齢者自

らの健康増進を図る。 
○ ○ ○ 

18 安心・安全パトロール 全年齢層 
安全パトロールの胸章をつけ、犬の散歩を兹ねて、地域を

見回る。 
○   ○ 

19 
地域区民ひろば所長研修「防

犯研修」 
全年齢層 

各ひろばで起こり得る強盗等の犯罪から身を守るため、「さ

すまた」の使用方法等について講習を受ける。 
○     

20 認知症・虐待専門対応事業 高齢者 
認知症の支援困難ケースや虐待ケースに関して、弁護士・

精神科医・臨床心理士等の専門家から助言を受ける。 
○     

21 緊急医療等保護事業 高齢者 

虐待を受けた高齢者を一時的に保護して身柄の安全を確

保し、その間に今後の処遇を検討するため、入院又はショ

ートスティで受け入れる。 

○     
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№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 

担当・関与者 

区 行
政 

民
間 

22 権利擁護ネットワーク会議 高齢者 
高齢者の虐待の防止・早期発見等を目的に、警察署・弁護

士会・医師会等区内関係機関との連絡会を開催する。 
○ ○ ○ 

23 薬物乱用防止推進活動 
青年 

成人 

覚醒剤等薬物乱用防止のため、中学生を対象としたポスタ

ー・標語募集事業等の普及活動を行い薬物乱用禍の根絶

を図る。 

○ ○ ○ 

24 
虐待・ＤＶ・薬物等における保

健師の随時相談 
全年齢層 

関係機関と連携しながら、虐待・ＤＶ・薬物等の相談に応じ

る。 
○     

25 
子育て支援ネットワーク＇長崎

地区・单長崎地区（ 
子ども 

地域の子育て関係機関のネットワーク化を図り、育児支援

や虐待予防を進め、情報交換やおまつりを実施する。 
○   ○ 

26 
青尐年育成員会の犯罪・非行

防止活動 
子ども 

子どもたちの安全を守るため、各地区育成委員会が実施

主体となり、犯罪・非行防止のパトロール・講演会等を実施

する。 

○ ○ ○ 

27 保護司会による青尐年相談 
子ども 

青年 

保護司会が青尐年に関する相談を実施し、非行防止に役

立てる。 
    ○ 

28 
社会を明るくする運動 作文コ

ンテスト 
子ども 

児童生徒に社会を明るくする運動に関する作文を書いても

らうことで、犯罪や非行などについて考える機会を提供し、

犯罪や非行について、そしてそれらを防止するということを

考えてもらう。 

○   ○ 

29 子どもの権利推進事業 子ども 

子どもが１人の人間として安全に安心して暮らしていける社

会を目指し、児童虐待の防止や子ども自殺予防を目的とし

て、子どもの権利に関する条例のパンフレットを配布すると

ともに、条例に基づく子ども月間に関係団体と協力して、啓

発事業を実施する。 

○     

30 母子等緊急一時保護事業 
子ども 

成人 

夫の暴力からの避難等で緊急に保護が必要な母子及び女

性を一時的に施設に保護し、その自立を援助する。 
○ ○ ○ 

31 
緊急一時保護宿泊費助成事

業 

子ども 

成人 

夫の暴力からの避難等で緊急に保護が必要な母子及び女

性を 1～2 泊程度ホテル等に宿泊させ、宿泊費等を助成す

ることにより、その安全を図り、自立を援助する。 

○ ○   

32 子育て講座 子ども 

子どもの発達や心を理解し、子育てに役立て、虐待を予防

することを目的とした外部講師による保護者向けの講座を

開催する。 

○ ○ ○ 

33 
専門相談員による講座・講習

会 
子ども 

子育て中の養育不安や健康上の不安を軽減し、虐待の予

防と育児支援に役立てるため、専門相談員が子育てに関

する専門的な相談・講習を実施する。 

○     

34 
ノーバディーズ・パーフェクト・

プログラム 
子ども 

プログラムによるグループミーティングを行い、子育て不安

を軽減し、子育て能力を向上するとともに、虐待や養育者

のうつを予防する。 

○ ○   

35 

豊島区子ども虐待防止連絡会

議＇豊島区子ども虐待防止ネッ

トワーク事業（ 

子ども 

児童虐待防止に関する関係機関の役割や連携のあり方等

を明確にし、日常的なネットワークを構築することにより、児

童虐待の早期発見と迅速・的確な対応を行う。 

○   
 

36 権利擁護事業【再掲】 子ども 

憲法及び豊島区子どもの権利に関する条例の理念に基づ

き、権利侵害を受けた子どもの救済と、子どもの権利の正

しい理解と普及するため、いじめ・不登校・虐待等子どもの

権利擁護に係るテーマの講演会などを実施する。 

○     

37 子育て訪問相談事業 子ども 

児童虐待防止を目的に、子育て相談員による訪問相談を

通じ、養育困難等の支援が必要な家庭を早期に発見すると

ともに、ケアを行う。また、区民が継続して見守られていると

いう安心感が持てるよう子育て情報やノウハウを提供す

る。 

○     
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№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

38 街路灯等維持管理 全年齢層 
夜間における住民の安全を確保するため、街路灯新設・建

て替え、電球の交換等を行う。 
○     

39 
ＰＴＡによる登下校時の旗振り・

見守り【再掲】 
子ども 

登下校時の児童の安全確保を目的に、保護者が２ずつ交

代で校門付近及び交差点において旗振り、あいさつを行

い、登下校時の様子を把握する。また、その様子をＰＴＡ総

会等で報告し、改善につなげていく。 

○   ○ 

40 ＰＴＡによる集団下校【再掲】 子ども 
児童の下校時の安全確保を目的に、ＰＴＡが実施主体とな

り集団下校を実施する。 
○   ○ 

41 
ＰＴＡによる登下校時パトロー

ル【再掲】 
子ども 

登下校時の児童の安全確保を目的に、ＰＴＡがパトロール

を実施する。 
○   ○ 

42 ＰＴＡによる防犯パトロール 子ども 
放課後や地域行事等における児童の安全確保を目的に、

ＰＴＡがパトロールを実施する。 
○   ○ 

43 
スクールガード養成講習会【再

掲】 
子ども 

学区域内で巡回等に従事する学校安全ボランティアを養成

するため、講習会を開催する。 
○     

44 
スクールガードリーダーによる

学校の巡回指導【再掲】 
子ども 

防犯パトロールのノウハウを身につけるため、警察署員等

による防犯パトロールの講義や学校区域の通学路の巡回

指導を行う。 

○ ○   

45 
学校施設への防犯カメラ設置

【再掲】 
子ども 

区立小中学校全校に防犯カメラを設置し、学校施設内への

不審者侵入等を監視し、児童・生徒の安全確保を図る。 
○     

46 
児童への防犯ブザー配布【再

掲】 
子ども 

児童の登下校時等における犯罪からの安全を図るため、

区立小学校の新入生全員に防犯ブザーを貸与している。 
○     

47 
学校安全・安心マップの作成

【再掲】 
子ども 

危険予測能力・危険を回避する実践力の育成をねらいと

し、スクールガー・ドリーダーが小学生と通学路を巡回し、

学校周辺の危険な場所、安全な場所、災害時に役立つ場

所等を手作りの地図にまとめ、発表する。平成 21 年度 10

校実施予定。 

○   ○ 

48 子ども安全連絡網【再掲】 子ども 
学校から家庭へ安全に関するきめ細かな情報を発信、平

成 21年度は小学校 10校、中学校 1校で行っている。 
○     

49 セーフティ教室【再掲】 子ども 

セーフティ教室では、警察の協力を得て、スクールサポータ

ー等と連携し、学校や地域の実態、幼児・児童・生徒の発

達の段階に応じた適切な指導を行う。具体的には「薬物乱

用防止」「暴力行為」「連れ去り・性被害防止」等をテーマ

に、加害者・被害者双方にならないよう年間の教育課程に

位置付け全校で実施している。 

○ ○ ○ 

 

７ 災害からの安全 

№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

1 豊島区総合水防演習 全年齢層 

台風等の集中豪雤による河川、内水氾濫による水害の防

止を目的として、警察署、消防署、消防団、町会と連携し

て、消防署を主体に水害対策の合同演習＇水防工法を実

習及び展示等（を行い、区民への啓蒙活動と実際の水害

に連携して対応する訓練を行う。 

○ ○ ○ 

2 防災コンクール・防災フェスタ 全年齢層 

女性を中心とした地域防災組織の初期消火能力の向上を

目的に、消火ポンプの操作、バケツリレー等消火演習のコ

ンクールを行う。 

○ ○ ○ 
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№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

3 総合・合同防災訓練 全年齢層 
防災対策の習熟と防災行動力の向上を図るため、区・防災

関係機関・地域住民が一体となった総合防災訓練を実施。 
○ ○ ○ 

4 地域防災訓練＇各町会（ 全年齢層 
地域防災力の向上を図るため、地域防災組織＇町会（卖位

での防災訓練を実施。 
○ ○ ○ 

5 災害時要援護者対策 
高齢者 

＇障害者（ 

災害時に独力で避難行動を行うことが困難な災害時要援

護者に対して、地域住民による安否確認や避難支援を行う

体制を整える。災害時要援護者手挙げ名簿の整備、支援

組織の立ち上げ＇モデル地区（、災害時要援護者対応訓練

の実施等。 

○ ○ ○ 

6 地域防災懇談会の開催 全年齢層 
地域防災力向上に向けた関係機関、団体との情報の共有

化と連携強化を図るための意見交換会。 
○ ○ ○ 

7 街頭消火器配備 全年齢層 
地域防災力及び区の応急活動体制の向上のため、区内に

街頭消火器を配備し初期消火に備える。 
○     

8 防災思想普及・意識啓発 全年齢層 

防災思想の普及及び防災意識向上のため、広く区民一般

を対象にした防災地図・救援パンフレット等を作成し、配布

する。 

○     

9 
町会による「個別避難支援プラ

ン策定」 
全年齢層 

区から提供した手あげ名簿に基づいて、個人ごとに避難支

援者を決定し、避難方法や注意事項などの事前相談を実

施する。 

○   ○ 

10 
民生・児童委員による「災害時

一人も見逃さない運動」 
全年齢層 

担当地区内の災害時要援護者情報を記録したマップづくり

を行うなど、災害時に備える。 
○   ○ 

11 
池袋駅周辺混乱防止対策【再

掲】 
全年齢層 

大規模災害発生時の混乱防止を図るため、池袋駅周辺で

予想される大量の滞留者を想定した混乱防止の実地訓練

を実施するとともに、総合的対策を検討する。 

○ ○ ○ 

12 
防災訓練・自衛消防訓練＇7 施

設（ 
全年齢層 

施設利用者の安全確保を図るため、地震想定避難訓練、

消火訓練、職員の役割確認を実施する。 
○     

13 防犯・防火・防災展 全年齢層 

地域の防災意識を高め、地域で犯罪・火災・災害を防ぐこ

とを目的に、高松区民ひろば運営協議会が実施。防犯・防

災に関するパネル展示、体験演習等を行う。 

○   ○ 

14 青尐年育成員会の防災活動 全年齢層 

第 1 地区青尐年育成委員会が実施主体となり消火訓練、

煙ハウス体験、防災クイズ、防災紙芝居などゲーム感覚で

防災訓練を行い災害に備える。 

○   ○ 

15 
上池袋地区震災復興まちづく

り訓練 
全年齢層 

まち歩き、図上演習等を通して、住民、専門家、区が事前

に復興まちづくりの進め方を体験することで、震災後の復

興まちづくりを円滑に行う。訓練で学んだ復興の課題を現

在の防災まちづくりに活かし、事前に災害に強いまちづくり

を行う。 

○ ○ ○ 

16 都市計画指定による不燃化 全年齢層 

市街地の延焼拡大防止を目的に、都市計画で防火地域や

準防火地域を指定し、建替え時に耐火構造や準耐火構造

の建物とすることで、集団的な防火性能の向上を図る。 

○     

17 
木造密集市街地の解消に向け

た事業 
全年齢層 

東池袋４・５丁目など５地区で居住環境総合整備事業を実

施し、地元住民によるまちづくり協議会との協働により、道

路拡幅や公園整備等を併せた老朽住宅の建替えを促進す

る。 

○   ○ 

18 
民間建築物の耐震化助成事

業 
全年齢層 

昭和 56 年以前に建築された住宅等を対象に、耐震診断・

改修助成制度を設け、耐震化の促進を図る。 
○     

19 
緊急輸送道路沿いの倒壊の防

止 
全年齢層 

緊急輸送道路沿道の所有者に対し、耐震診断助成制度を

設け、耐震化の促進を図るとともに、説明会の開催や個別

訪問による耐震化を普及啓発する。 

○     
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№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

20 狭あい道路整備事業 全年齢層 

建築基準法上の 4 メートル未満の道路について、建替えご

とに道路中心より 2 メートル後退する工事を行い、災害時

に避難や消防活動の障害となる狭あい道路を解消する。 

○     

21 
台風、都市型水害、大雪等の

風水害、雪害対策 
全年齢層 

風水害、雪害対策は、浸水、洪水時に区民の安全を確保

するため、土のうの配布、警報発令時のパトロール、安全

対策、被害処理に対応する。 

河川については、豊島区河川管理システムをＨ１９年度よ

り３箇年で更新を完了し、Ｈ２２年度より稼働、神田川水位

とビックリガード浸水水位を遠隔監視。 

○ ○   

 

８ 自殺予防 

№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 

担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

1 閉じこもりうつ対策事業 高齢者 

生活機能が低下し、要介護状態やうつ状態となった高齢者

を訪問し、問題点を総合的にアセスメントして必要な助言・

指導を行うことにより、自立した生活を送れるよう支援する

とともに自殺防止を図る。 

○     

2 
精神保健セミナー＇自殺予防

講演会（ 
全年齢層 

精神疾患、障害を持つ当事者、家族、関係者向けに精神

保健福祉に関する知識や福祉サービスについて、講演会

や相談によって情報の提供を行い、自殺予防等につなげ

る。 

○ ○ ○ 

3 こころのカードの配布 全年齢層 
「生きづらくなったとき」と題して、名刺サイズの相談先掲載

カードを作成し緊急連絡相談先の周知を行った。 
○     

4 ゲートキーパー養成講座 全年齢層 

自殺の危険のある人を早期に発見し、生きる支援をする人

材を地域に増やすことを目的に、身近な人の自殺の危険を

示すサインに気づく「ゲートキーパー」を養成する。 

○   ○ 

5 こころの相談 全年齢層 
精神科医による専門相談のほか、保健師等による相談実

施 
○   ○ 

6 家族のための家族問題相談 全年齢層 
精神保健福祉士による主に家族間問題、嗜癖の精神保健

福祉相談 
○   ○ 

7 精神保健福祉研修 全年齢層 
相談事業関係者に、実践のロールプレイを交えて相談技

術のスキルアップを図る 
○ ○ ○ 

8 自殺対策強化月間 全年齢層 
9 月、3 月を強化月間とし、区民に自殺や精神障害に対す

る誤解や偏見をなくすための普及啓発活動 
○     

9 こころまつり 全年齢層 
ノーマライゼーションの推進及び自殺・うつ予防の普及啓

発を目的としたおまつり 
○     

10 
精神保健福祉ボランティア講

座 
全年齢層 精神科医師による講演とボランティア体験の発表 ○     

11 子どもの権利推進事業【再掲】 子ども 

子どもが１人の人間として安全に安心して暮らしていける

社会を目指し、児童虐待の防止や子ども自殺予防を目的と

して、子どもの権利に関する条例のパンフレットを配布する

とともに、条例に基づく子ども月間に関係団体と協力して、

啓発事業を実施する。 

○     
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９ がんの早期発見 

№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 

担当・関与者 

区 
行
政 

民
間 

1 各種がん検診の実施 

青年 

成人 

高齢者 

30 歳以上に胃がん・大腸がん検診、20 歳以上偶数年齢の女

性に子宮頸がん検診、40歳以上偶数年齢の女性に乳がん検

診、40 歳以上に肺がん検診を実施し、がんの早期発見につ

なげる。 

○     

2 
がん検診受診勧奨イベント

の実施 

成人 

高齢者 

21 年度は厚生労働省と連携しスター混声合唱団によるピンク

リボンイベント、22 年度は芸人による受診勧奨イベント、映

画、講演等により検診の普及啓発を図る。 

○     

3 
がん検診受診勧奨通知の送

付と検診実施方法の見直し 

成人 

高齢者 

区特定健診・長寿健診対象者全員や社保加入者の 40～70

歳の 5 歳刻み年齢に受診勧奨通知を送付。22年度から大腸

がん検診は、申し込み不要で、特定・長寿健診実施医療機関

でセットの受取り・提出ができる方法に変更し、受診者増につ

なげる。 

○     

4 
検診無料クーポン券・検診手

帳の送付 

青年 

成人 

高齢者 

20～40歳の 5歳刻み年齢に子宮頚がん検診、40～60歳の 5

歳刻みに乳がん検診無料クーポン券と検診手帳を送付。 
○     

 

１０ その他 

№ 取組名称 対象者 目的・取組概要等 
担当・関与者 

区 行
政 

民
間 

1 区立中学校普通救命講習 全年齢層 

区立中学校 3 年生を対象とした応急手当の方法等習得のた

めの普通救命講習会を実施し、自助・共助に不可欠な若者の

協力を得て地域防災力の向上をめざす。 

○     

2 普通救命講習会 全年齢層 
講習会を開催し、AED 設置施設に、最低一人以上技能認定

者を置く。 
○ ○   

3 

AED＇自動体外式除細動機

器（の設置・メンテナンスの総

合調整 

全年齢層 
区施設AEDのパット・バッテリー等交換について、各所管と調

整し円滑な運営を図る。 
○     

4 
AED・救命救急講習会(7 施

設（ 
全年齢層 ＡＥＤの操作方法等の救急法を学ぶ。 ○     

5 
サポーター対象研修「応急手

当」 
全年齢層 

区民ひろばで活動するサポーターを対象にした研修。応急手

当について学び、利用者の安全を守る。 
○     

6 インシデントレポートの集約 
全年齢層 

＇障害者（ 

施設活動等におけるヒヤリ・ハット事例報告を施設職員が提

出し、同様の事象を防止するための対策を講じる。 
○     

7 障害者施設安全点検の実施 
全年齢層 

＇障害者（ 

施設設備について定期的に安全点検を実施し、不良や不具

合について迅速に対応する。 
○     

8 放置自転車対策 
全年齢層 

＇障害者（ 

障害者＇特に視覚障害者（の道路上の通行を妨げる放置自転

車による危険を防ぐため、放置自転車の撤去と指導を行う。 
○     

9 点字ブロック等の整備 
全年齢層 

＇障害者（ 

視覚障害者の安全通行を確保するため、点字ブロックや音声

ガイドを整備する。 
○     

10 
障害者支援スキルアップ講

座 

全年齢層 

＇障害者（ 

障害者支援に関わる基礎的な知識を理解してもらう講座の開

催や啓発活動 
○     

11 福祉ガイドマップ 
全年齢層 

＇障害者（ 

障害者が外出の際、安全に目的地に移動できるようバリアフ

リーの状況を表した地図を発行する。 
○     

12 
子ども施設の設備、遊具の

安全管理 
子ども 

定期的な安全点検のほか、リストを作成し、継続的なチェック

を行う。 
○     

13 子どもへの安全教育 子ども 
子ども施設内の危険回避に必要な約束事を子どもに周知す

る。 
○     
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指標３ 
子どもや高齢者など、ハイリスクのグループや環境等に焦点を当てた予防活動を

実施する。 

 

◆認証申請に向けて、地域診断に基づく重点テーマを設定し、取り組みを展開します。 

 日本一の人口密度を持つ高密都市であり、尐子・高齢化や核家族化が高度に進んだ都市社会である

ことなど、豊島区の地域診断を踏まえ、セーフコミュニティ活動として取り組む１０の「重点テーマ」

を設定しました。 

これらのテーマごとに、部門横断的な対策委員会を設置し、活動を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
リスク分野 １０の重点テーマ 備  考 

1 
高齢者・障害者 

一人暮らし高齢者の見守り 住宅内のけが、孤独死など 

2 障害者の安全 外出時のけが 

3 

子ども 

子どものけが予防 家庭内、子ども施設 

4 児童虐待の防止  暴力 

5 学校の安全 ＇セーフスクール（ 校内、登下校時等 

6 
死亡原因 

自殺・うつ病の予防  

7 がんの早期発見  

8 交通 自転車利用の安全  

9 
都市環境 

繁華街の安全 防犯、環境浄化、安心感 

10 地震災害の防止 災害時要援護者対策を含む 

高密都市 

都内有数の繁華街 
「池袋」の存在 

核家族化 

尐子化・高齢化 

 人口流動性の高さ 

卖身化 

近隣関係の希薄化 

地震災害に弱い 
住宅密集市街地 
の存在 孤独死＇孤立死（ 

の増加 
 
児童虐待 

都平均より高い 
犯罪発生率 
 
自転車交通事故の 
割合の高さ 

都平均より高い 
自殺発生率 
 
平均より低い 
がん検診の受診率 
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保健福祉部 高齢者福祉課 

重点テーマ １ 一人暮らし高齢者の見守り 

■テーマの選定理由 

本年５月にＷＨＯが発表した世界各国の平均寿命によると、日本人は８３歳＇男性７９歳、女性８６歳（で、世界第一位である。ま

た、国全体の高齢化率も 23.1％となっている。 豊島区も国と同様に高齢化が加速しており、高齢者が５年前に比べて約 4,800人増

加し、毎年 1,000人の新高齢者が誕生している計算になる。 

また、６５歳以上の高齢者 51,000人のうち、７割にあたる 35,000人が一人暮らし又は高齢者のみで構成する世帯で、特に一人暮

らし高齢者の割合は、高齢者人口の３７．４％となっており、２３区の中でも上位に位置する状況にある。 

 こうしたなか、高齢者が住み慣れた地域で、安全・安心に暮らし続けることができる環境を整備することが急務となっており、行政

と地域が連携し見守り体制を強化していく必要がある。 

 

 

■予防活動の対象  ◆事故やけがの状況を説明するデータ 

①住宅内における転倒等によるけがの防止 ②高齢者虐待の防止 

≪データ≫ 

○自宅で転倒してけがをした高齢者 

過去 1年間に 

自宅で 

転倒経験あり 17.4% 

火傷経験あり 14.8% 

のどに詰まる経験 12.9% 

 

転倒時のけがの状況 

 

※転倒経験ありと回答 

した１７．４％のうち 

 

 

 

 

 

 

 

（2010年 豊島区高齢者のけが・事故に関するアンケート） 

≪データ≫ 

虐待の相談件数 

２００６年度＇３１９件（ 

２００９年度＇７９５件（【２００６年度の約２．５倍】 

 

 

 虐待相談件数 

 

③孤独死(孤立死)の防止 ④認知症予防 

≪データ≫ 

６５歳以上一人暮らし高齢者の在宅での不自然死数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＇東京都監察医務院（ 

≪データ≫ 

要介護認定時の認知症高齢者数 

２００６年度＇５＋９６０人（ 

２０１０年度＇７＋６６３人（【２００６年度の約１．３倍】 
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ひび
18.8%

ねんざ・

打撲
30.5%
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■中心的な予防活動 

①一人暮らし高齢者等実態調査及びアウトリーチ事業 

活動概要 
特徴と効果 

65歳以上の高齢者 51,000人のうち、７割にあたる 35,000人の一人暮らし高齢者等に対して、地域を担当す

る民生児童委員が訪問調査を行い、支援の必要性、虐待や認知症の有無などを把握し、ハイリスクの高齢者

に対して介護サービス等の提供につなげる定期的な見守りを実施することで、孤立化を予防する。 

 

今後の課題 

・アウトリーチを行う職員体制の整備を図る必要がある。 

・地域での見守りを実施する民生児童委員との情報の共有化を図る必要がある。 

 

平成 23年度 
新規展開 

・地域包括支援センターの体制強化を図る。 

・地域包括支援センターと民生児童委員との情報交換の円滑化を図る。 

 

②緊急通報システム事業・配食サービス事業 

活動概要 
特徴と効果 

○緊急通報システム事業：慢性疾患等の持病がある高齢者に対して、室内に消防庁への専用通報機器を設

置し、救急車の出動を図るなど、緊急の事態に備える。 

○配食サービス事業：調理困難な高齢者に、週３回を限度として昼食用弁当を届け、併せて安否確認を行うこ

とで、非常時の発見に寄与する。 

 

今後の課題 

○緊急通報システム事業：慢性疾患等の有無と協力員の確保が要件となっているため、利用者が伸び悩んで

いる。要件の緩和により、利用者の増を図る。 

○配食サービス事業：安否確認の強化を図る観点から、配食サービスの限度回数を拡大する必要がある。 

 

平成 23年度 
新規展開 

○緊急通報システム事業：要件を緩和し、利用を希望する高齢者すべてを緊急通報システムの対象者とする。

ただし、行政と利用者の利用料の負担割合を検討する。 

○配食サービス事業：週３回限度の配食サービスの回数を拡大する。 

 

③見守りと支えあいネットワーク事業 

活動概要 
特徴と効果 

７５歳以上の一人暮らし等高齢者のうち、希望者に対して、地域の協力員が週１度の緩やかな見守り＇郵便物、

照明、カーテン、洗濯物などの状況（を行う。 

また、月１度、直接訪問し安否の確認を行うことで、見守りを受ける高齢者が安心して暮らせる環境を創出す

る。 

 

今後の課題 

・７５歳以上という年齢要件を緩和する必要がある。 

・見守り希望者及び協力員の増を図る。 

 

平成 23年度 
新規展開 

・見守りを希望する対象者の年齢を６５歳以上とする。 

・事業内容のＰＲを強化する。 

 

 

■対策委員会 （ワーキングチームの構成）                                  ◎委員長 

行政機関 地域活動団体等 

◎保健福祉部長、セーフコミュニティ担当課長、防災課長、区

民活動推進課長、地域区民ひろば課長、福祉総務課長、高

齢者福祉課長、障害者福祉課長、介護保険課長、中央保健

福祉センター所長 

町会、地域区民ひろば運営協議会、民生・児童委員、高齢者クラ

ブ連合会、おたすけクラブ、元気ながさきの会、いけよんの郷高

齢者総合相談センター、社会福祉協議会 

豊島消防署、池袋消防署 
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保健福祉部 障害者福祉課 

重点テーマ ２ 障害者の安全 

■テーマの選定理由 

○ 豊島区内に、平成 22年 3月 31日現在、身体障害者手帳所持者が 6,970人、「愛の手帳」＇知的障害者（所持者が 950人、精神

障害者自立支援医療の申請者が 2,633人、在住している。豊島区の人口の約４％が障害者である。全体として増加傾向にある。 

○ 豊島区は、全国の地方自治体の中で最も人口密度の高い自治体である。また、大都市である東京の郊外からの交通ターミナ

ルとなっている。 

○ 障害者施策について、障害者が在宅でいきいきと自立した生活を送れるように支援していくことが大きな課題となっている。その

ため、障害者の社会参加を促進することが重要となっている。 

 

■予防活動の対象   

①外出時におけるけがの防止 ②情報を的確に得られない状態の解消 

≪状況を説明するデータ≫ 

・主要駅における放置自転車の台数＇平成5年に平成21年に比

べて 5 分の１に減尐したが、依然として放置自転車対策を強化

していく必要がある。（ 

・歩道上の看板や歩道はみだし商品の撤去等のパトロール回数

＇環境浄化推進委員会の活動（ 

 

 区内主要駅の放置自転車の推移 

≪状況を説明するデータ≫ 

・視覚障害者用音声による区役所などへの道案内のアクセス数 

・日常生活用具の情報・意思疎通支援用具の給付件数＇平成 21

年度 65件（ 

  

 

 情報・意思疎通支援用具の給付状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③街なかでのトラブル防止 ④移動時における心理的負担の軽減 

≪状況を説明するデータ≫ 

・点字ブロックの敷設状況＇池袋駅周辺の平成 5年と平成 21年

度の比較・池袋東口の敷設地図（ 

・街なかで困っている人を見かけた場合の区民の意識＇19 年度

発行の区民意識意向調査報告・声をかけられなかった人 3 割、

そのほとんどが介助方法を知っていれば声をかけた。（ 

 

点字ブロック敷設状況＇池袋駅東口周辺（ 

≪状況を説明するデータ≫ 

・障害者用エレベーターの設置状況の推移＇池袋駅周辺の平成

5年と平成 21年度の比較では 2.8倍（ 

・障害者用トイレの設置状況の推移＇池袋駅周辺の平成 5 年と

平成 21年度の比較では 2倍（ 

 

 障害者用トイレとエレベーターの件数 

＇池袋駅から半径 500m以内（ 
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障害者用トイレ 障害者用エレベーター
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＇卖位：件（

18年度 19年度 20年度 21年度

携帯用会話補助装置 0 3 4 1

情報・通信支援用具 4 6 16 17

点字ディスプレイ 2 10 5 2

点字器 4 2 2 3

点字タイプライター 1 2 1 0

視覚障害者用ポータブルレコーダー 6 8 5 5

視覚障害者用活字文字読上げ装置 2 4 0 1

視覚障害者用拡大読書器 6 11 9 10

盲人用時計 3 8 10 13

聴覚障害者用通信装置 4 12 16 11

聴覚障害者用情報受診装置 0 2 2 0

人口喉頭 4 4 2 3

）は平成18年9月まで補装具費の交付件数と合わせた数字
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■中心的な予防活動 

①障害者への理解・支援を促進するための事業（ソフト面） 

活動概要 
特徴と効果 

○障害者への理解や支援を促進するための講習会等の実施 ＇ボランティア講習会 ・障害疑似体験（  

○障害者が外出時に困っている時に使うＳＯＳカードの提供 ＇困っていることが何かを明確にし、通行人等が手

助けしやすいようにする（ 

○知的障害者や発達障害者への理解や支援を促進するための講演会の実施 

 

今後の課題 

○障害者が外出時に困っている場合に、自然と手助けができるような意識づくりや安心して手助けを受けられる

環境を整備する必要がある。 

 

平成 23年度 
新規展開 

○障害への配慮に関する講習会の強化 

○困っていることが、周りの人に明確に分かれるようなＳＯＳカードの発行 

②福祉のまちづくり事業（ハード面） 

活動概要 
特徴と効果 

○肢体不自由者：エレベーターの設置、段差解消、身体障害者対応トイレの整備、補装具の給付＇義足、車椅子

等（、日常生活用具の給付＇Ｔ字杖等（ 

○視覚障害者：誘導用ブロックの敷設、エスコートゾーンの敷設、音響装置付き信号機の設置、補装具の給付

＇盲人安全杖等（、日常生活用具の給付＇音響案内装置等（ 

○聴覚障害者：注意喚起灯の設置、手話通訳者派遣 

○内部障害者：オストメイト対応多機能トイレの整備 

 

今後の課題 
○障害に配慮したユニバーサルなまちづくりが必要である。 

 

平成 23年度 
新規展開 

○西口地下街からのエレベーターの設置 

○エスコートゾーンのさらなる敷設の検討 

○環境浄化活動の強化 

③障害者情報バリアーフリー事業 

活動概要 
特徴と効果 

○補装具や日常生活用具の給付 

 ＇聴覚障害者用通信装置、携帯用信号装置、盲人用時計（ 

○音声携帯電話を使った目的地までの道案内事業 

○デジタルサインの設置 

 

今後の課題 
○障害者の移動に関して、障害者の視点に立脚したまちづくりが必要である。 

 

平成 23年度 
新規展開 

○視覚障害当事者の実測による公共施設等のアナウンスガイド＇音声装置付き携帯電話活用（事業への補助 

○聴覚障害者用サイン機器の検討 

 

■対策委員会 （ワーキングチームの構成）                                   ◎委員長 

行政機関 地域活動団体等 

◎保健福祉部長、セーフコミュニティ担当課長、危機管理担

当課長、、治安対策担当課長、福祉総務課長、障害者福祉

課長、中央保健福祉センター所長、道路整備課長、交通対策

課長、 

町会、民生・児童委員、身体障害者福祉協会、手をつなぐ親の

会、聴覚障害者協会、精神障害者協同作業所連合会、駒込生

活実習所、社会福祉協議会 
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子ども家庭部 子ども課・保育園課、池袋保健所 長崎健康相談所 

重点テーマ ３ 子どものけが予防（家庭、子ども施設） 

■テーマの選定理由 

◆家庭における乳幼児のけが・事故予防 

0歳の死因第4位、１～4歳の第1位は、「不慮の事故」＇誤飲による窒息、浴槽内での溺死、転倒・転落など（で、

家の中での予防対策の効果が高い。また、事故の多くは保護者の注意で予防可能と言われ、家庭での環境整備・

安全確認でけがを予防できる。池袋保健所の「子ども事故予防センター Kidsafe」は、母子保健事業での来所を通

じて、見学・体験学習の機会を提供している。 

◆子ども施設におけるけが予防 

 けがに対する予防能力が低い乳幼児や子どもが利用する施設においては、特に高いレベルでの予防と安全対策

が必要となるため。特に、保育園児は一日の大半を園施設の環境の中で過ごすため。 

■予防活動の対象 

①０～４歳の家庭におけるけが・事故の予防 

≪状況を説明するデータ≫ 

＇１（人口動態統計における年齢別死亡数 

＇２（消防による救急搬送データ 

０８年に０～４歳児 176人が、けがや交通事故で救急搬送され、交通事故を除く 159人の 6割は、家の中で発生している。 

＇３（乳幼児健診アンケートのデータ(けが・事故の経験率、家庭での取組状況) 

＇４（今年度秋に予定する子どものけが・事故に関するアンケート調査結果 

 (別紙参照) 

 

 子どもの救急搬送データからみた事故の実態＇20年度（ 

②子ども施設（保育園・子どもスキップ・児童館）におけるけがの予防 

≪状況を説明するデータ≫ 

○子ども施設における、けが発生状況データ 

＇歳児別・男女別・曜日別・時間帯別・年度別・負傷部位別・けがの種類別・発生原因別（ 

○施設・備品の修理のうち、けがにつながる危険性が高い修理の割合 
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■中心的な予防活動 

①子ども事故予防センターの運営 

活動概要 

特徴と効果 

子どもの家庭での事故予防啓発として平成 10年モデルルームを設置(国内初)。子どもの発達段階に応じた具体

的な事故予防対策を紹介し、室内の環境整備・安全対策を進めることで、のびのび子育てを支援する。 

今後の課題 
・子ども事故予防センターは、設置型のモデルルームとなっているため情報発信の多様化を図る必要がある。 

平成 23年度 

新規展開 

・広報記事の掲載の他、ホームページでも、モデルルームが疑似体験できるよう内容を工夫していく。 

 

②保護者向け健康教育 

活動概要 

特徴と効果 

保健所の母子事業や児童館等での健康教育により、保護者に対して子どものけがや事故の実態、家の中の環

境を整えるための具体的な対策等について情報提供することで、行動の変容を促す。 

今後の課題 
・優先的に伝える項目の選定と実施状況の評価を行い、情報提供の質を高める必要がある。 

平成 23年度 

新規展開 

・１．６歳児健診アンケートの修正と、情報提供内容の評価、改善のための体制づくりをしていく。 

③子ども関連施設向けの普及啓発、職員のけが防止意識の高揚 

活動概要 

特徴と効果 

・子ども関連施設の職員研修時等に、子どものけがや事故の予防に関して情報提供を行い、安全な活動を支援

している。 

・けがの報告があった際、十分な検証を行い、予防方法を検討、改善を図る。 

・子ども家庭部として、施設職員全員の『上級救命技能認定』取得を促進する。 

・保護者、近隣住民と共に救急法を学ぶ。＇保育園（ 

今後の課題 

・保健所職員による子どもの事故予防教育には限界があるので、子ども関連施設においても予防教育や情報提 

供ができる体制を整備する必要がある。 

・保育及び学童指導の質を高める取り組みの一環として、けがの防止を考えていく必要がある。 

平成 23年度 

新規展開 

・子どものけが予防に関する職員研修を行う。また、事故予防啓発用パネルの貸し出し・資料提供を行う。 

・ヒヤリハット報告の情報を施設間で共有するため、各施設に持ち帰って職員全体に周知する。 

・けが予防につながる運動能力向上プログラムの学習を定期的に実施する。 

④施設設備、遊具の安全管理 

活動概要 

特徴と効果 

・定期的に施設内の安全点検を実施する。 

・職員全員が日頃から小さな危険に気付き、施設内の安全に配慮しながら子どもを保育、指導することが可能と

なる。 

今後の課題 
・各職員が環境面で危険と感じた気付きを、施設職員集団全体の共通理解にしていく必要がある。 

平成 23年度 

新規展開 

・各施設に応じた『安全点検リスト』を作成し、継続的にチェックする。 

⑤子どもへの安全教育 

活動概要 

特徴と効果 

・危険回避に必要な約束ごとを、子どもに周知する。年齢に応じて伝え方を工夫する。 

・集団のなかで安全に生活するために必要な習慣を身につける。 

今後の課題 
・安全について自ら考え行動する子どもを育成するため、年齢に応じた子どもの発達を保障し、様々な遊びにチ

ャレンジする機会を与える必要がある。 

平成 23年度 

新規展開 

・子どもたちの体力向上に向けた「一施設一取組」運動を実施する。 

・各施設に運動機能発達の為に必要な遊具を購入する。 

■対策委員会 （ワーキングチームの構成）                                    ◎委員長 

行政機関 地域活動団体等 

◎子ども家庭部長、池袋保健所長、セーフコミュニティ担当課

長、健康推進課長、長崎健康相談所長、子ども課長、保育園

課長 

豊島区医師会、私立保育園長会、民生・児童委員、青尐年育成

委員、小学校 PTA 連合会、日本ボーイスカウト豊島地区協議

会、豊島区体育協会、学童保育保護者 

 

 
ケガ防止 ケガ防止 
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○運動能力向上プラグラムの 

学習を定期的に実施。 

○「安全点検リスト」を作成し、 

継続的にチェックする。 

 

＊保健所・各子ども関連施設と地域の連携による ≪けが予防教育の実現≫ と 

≪情報提供を可能にする体制の確立≫ を目指す＊ 

 

○「一施設一取組」運動の実施。 

○危険回避に必要な「約束ごと」 

を知らせる。 

 

 

 

 

○安全な生活に 

必要な「習慣」 

を身につける。 

に原因があるけがが多い。 

四つん這い姿勢の時・走っている時 

けがが多い。 

指はさみ防止

のために！ 

   

                                   

 

 

      

              

 

  

                     

                                    

                                

 

                              

                             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊けが防止の取組 

＝保育・学童指導の質を高める。 

 

１８．６％ 

保育園課に依頼された

施設・備品の修理 

けがの危険性が高い修理（割合％） 

今後の課題 

新規展開活動 

＊各職員の危険に対する気付き 

＝施設職員集団全体の共通理解。 

 

＊安全について自ら考え行動する子ども 

＝年齢に応じた発達が保障され、多様な遊び

にチャレンジする機会がある。 

予防活動 

東京都は『子供の体力向上東京大作戦』実施。 

『上級救命講習』の様子 

本人 

 

✾子どものけが予防 今後に向けて✾  

= 

施設編＝子ども施設【保育園・子どもスキップ・児童館】のけが予防＝ 
※子どもスキップ：学校施設を活用して小学生を対象とする育成事業と学童クラブを展開 

データからみる けがの発生状況 
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子ども家庭部 子育て支援課 

重点テーマ ４ 児童虐待の防止 

■テーマの選定理由 

・卖独世帯の増加・ファミリー世帯の減尐＜卖独世帯が増え続け、一般世帯の 59.4％と 23区で一番割合が高い。 

・高い転出入割合＜豊島区では、１年間に２万人＇人口の８％（が転出入で入れ替わる。＞ 

・核家族化の進展 

→ 地域コミュニティの希薄化等により、親が、家庭や地域において子育てについて相談したり、手助けしてもらったりすることが難

しくなっている。 

→ 子育てが孤立化し、子育てに手こずる中で、養育困難等の支援が必要な家庭が増加している。また、児童虐待通報件数が

年々増加している。 

■予防活動の対象   

①18歳未満の児童に対する虐待防止 

≪状況を説明するデータ≫ 

・児童虐待に関する相談・通報件数 

 ＜関係機関から子ども家庭支援センターに寄せられる相談・通告件数は年々増加し、平成 21年度において 560件に達している。

これは、18歳以下人口 26,430人の 2.1％に相当する＇平成 22年１月現在（。＞ 

 

・児童虐待に関する相談・通報の経路 ＜平成 21 年度において、相談・通告の経路は、子育て支援課＇窓口相談経由（が 110 件と

もっとも多く、ついで保育園 77件、小学校 63件、保健所 54件となっている。＞ 

 

・児童虐待に関する相談・通報対象児童の年齢 ＜相談・通告児の年齢は、就学前の子どもと小学生がそれぞれ、200 件超となっ

ており、保護者の子育てに対する不安感や負担感が就学後にまで継続している。＞ 
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ネグレクト

*

＊ 養育放棄。子どもに対する適切な養育を大人が放棄

すること。

注 17年度から世帯数でなく（きょうだいを含む）、児童

数とした。
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■中心的な予防活動 

①子ども虐待防止ネットワークによる見守り 

活動概要 
特徴と効果 

平成 12 年６月に、豊島区子ども虐待防止連絡会議＇虐待防止ネットワーク（を設置。関係機関との連携の下、児

童虐待の早期発見及び迅速・的確な対応並びに発生防止を図っている。  

）平成 16年４月から、東部子ども家庭支援センターに事務移管 

）平成 17年度から、児童福祉法第 25条の２に基づく「要保護児童対策地域協議会」に位置づけ 

 

今後の課題 
子ども虐待防止ネットワークによる見守りのさらなる強化 

 

平成 23年度 
新規展開 

・子ども虐待防止連絡会議＇代表者会議、専門部会、個別ケース検討会議（の継続実施 

・関係機関向け講演会の充実 

 

②子育て訪問相談事業の実施 

活動概要 
特徴と効果 

平成 22 年４月から事業開始＇試行（。子育て相談員による「訪問相談」を通じ、養育困難等の支援が必要な家庭

を早期に発見するとともに、ケアを行う。また、子育ての情報やノウハウを知らせることにより、区民が継続して見

守られているという安心感を持てるようにする＇東部子ども家庭支援センターで実施（。 

 

 

今後の課題 
子育て訪問相談事業の拡大実施 

 

平成 23年度 
新規展開 

・平成 23年４月に専任職員を１人増員、現在の東部子ども家庭支援センターに加え、西部子ども家庭支援センタ

ーにおいても事業を実施し、機動的な対応が取れるようにする。 

 

 

活動概要 
特徴と効果 

 

今後の課題 
 

 

平成 23年度 
新規展開 

 

 

 

■対策委員会 （ワーキングチームの構成）                                   ◎委員長 

行政機関 地域活動団体等 

◎子ども家庭部長、セーフコミュニティ担当課長、健康推進課

長、長崎健康相談所長、子育て支援課長、保育園課長、教育

指導課長 

民生・児童委員、私立幼稚園、母子生活支援施設、中学校 PTA

連合会、弁護士、社会福祉協議会 

東京都児童相談センター、池袋警察署 
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   児 童 虐 待 の 防 止 

豊島区の転出入割合 

 

 

 

 

豊島区
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単独世帯数 ファミリー世帯

卖独世帯が増え続け、一般世帯の

59.4％と 23区で一番割合が高い。 

１ テーマの選定理由・背景  

１年間に２万人＇人口の８％（が

転出入で入れ替わる。 

・地域コミュニティの希薄化により、親が、家庭や地域において子育ての相談、手助けを求めることが困難 

・子育てが孤立化、子育てに手こずり、養育困難等の支援が必要な家庭が増加。児童虐待通報件数も年々増加 

 

２  現状・課題 

 

0～3歳

107件、

19%

3～6歳, 

113件、

20%
小学生, 220

件、39%

中学生

81件、

15%

高校生

36件、6%

その他

3件、1%

平成21年度 相談・通告児の年齢
（単位：件、％）

0～3歳

3～6歳

小学生

中学生

高校生

その他

 

その他

児童相談所

警察

医療

中学校

小学校

児童館・スキップ

保育園

保健所

民生児童委員

子育て支援課

近隣

81

26

14

11

23

63

32

77

54

29

110

40

平成21年度 相談・通告経路

 

74
98 81

100 105 121 135
160

139
35

24
30

22 27

45

64

80 117

11
15 35

49

76

109

106

115
114

1
3 0

1

0

2

1

3
2

0
2

14
21

63

130

142

181
188

0

100

200

300

400

500

600

13年度

121件

14年度

142件

15年度

160件

16年度

193件

17年度

271件

18年度

407件

19年度

448件

20年度

539件

21年度

560件

豊島区 相談・通告件数

その他

性的虐待

心理的虐待

身体的虐待

ネグレクト*

＊ 養育放棄。子どもに対する適切な養育を大人が放棄すること。

注 17年度から世帯数でなく（きょうだいを含む）、児童数とした。

・子ども家庭支援センターに寄せられる相談・通

告件数は年々増加＇平成21年度：560件（ 

・これは、18歳以下人口26,430人の2．1％に相当 

 

・相談・通告児の年齢は、就学前の子どもと 

小学生がそれぞれ、200件超 

・保護者の子育てに対する不安感や負担感 

が就学後にまで継続 

予防活動の目的・対象→ 

「１８歳未満の児童に対する虐待防止」 

 

虐待でなく、養育困難の 

相談も、34％あります。 
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虐待防止ネットワークでカバーできない家庭への支援が課題 

 → 平成 22 年４月から、区民の子育ての悩み・不安を解消するための「出張相談」の機能を整備 

子ども虐待防止ネットワークによる見守り 

 

３ 今後の中心的な予防活動 

・平成１２年６月に、「豊島区子ども

虐待防止連絡会議＇虐待防止ネット

ワーク（」を設置 

・関係機関との連携の下、児童虐

待の早期発見及び迅速・的確な対

応並びに発生防止を図っている。 

支援施設への来所を躊躇する、

支援が必要な家庭に職員が 

出向き、子育ての助言・子育て 

サービスについての情報提供 

区民からの依頼はもとより、 

保健所など関係機関との 

連携・協力により、個別訪問 

対象者は、区内在住の妊産婦 

から就学前の子どもの親で、 

継続的に相談を実施 

（必要に応じて18歳未満の 

子どもの親の相談も実施） 

○真に支援が必要な区民に、情報・サービスを届けることで、 

区民が継続して見守られる安心感を持つことができる。 

○虐待につながりやすい親子の孤立化を防ぐことで、新規の虐待相談・

通報件数の減少が期待できる。 

 
 

(アウトリーチ) 

子育て訪問相談事業の実施 

虐待防止ネットワーク設置後10年が経過し、子ども虐待に対する周囲の理解が進み、見守りが強化されている。 

このことから、子どもが所属する機関のみならず、民生・児童委員をはじめ、地域の方々からの相談・通報も 

増え、問題が重症化する前の対処が可能になってきている。 

「子育て訪問相談事業」の概要 
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教育総務部 教育指導課 

重点テーマ ５ 学校の安全（セーフスクール） 

■テーマの選定理由 

子どもたちを取り巻く環境の変化や、子どもの体力低下に伴い、児童・生徒の交通事故件数や学校事故件数は増加傾向にある。

高密都市である本区に居住する子どもたちが、安全で安心して学べる環境をつくることは、急務の課題の一つである。 

子どもたちの健康や安全が保障され、生き生きと学ぶことができる環境であるよう、学校施設の安全性の向上を図るとともに、区

立学校全体の安全教育を充実していくことが重要である。 

これらの課題を踏まえ、豊島区教育委員会では、「豊島区教育ビジョン２０１０」を平成２２年３月に策定し、実施施策として「安全

指導の充実」「セーフティ教室の充実」「薬物乱用防止教室の充実」の３つの施策に取り組んでいる。 

 

■予防活動の対象   

①児童・生徒の登下校時における交通事故の防止 ②児童・生徒の校内におけるけがの防止 

≪状況を説明するデータ≫ 

交通事故の発生状況＇平成２０・２１年度（：教育指導課 

 

 

 

交通事故の状況 

 

≪状況を説明するデータ≫ 

学校におけるけがの発生状況＇平成２０・２１年度（：教育指導課 

管理下の学校事故による月別通院数＇平成２０・２１年度（：学校

運営課 

 

けがの状況 

 

≪状況を説明するデータ≫ 
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4件 
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18 件  

 平成 21年度中に 

区立小・中学校で 

起こった事故は 55件 
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■中心的な予防活動 

①セーフティ・カリキュラムの実施 

活動概要 
特徴と効果 

・各学校の安全指導に関する年間指導計画や指導内容を保護者や地域に公開し、安全教育への理解や協力を

促す。 

・地域安全マップづくり作成時にＰＴＡと連携し、地域や家庭で、安全で安心な学校生活について話ができる環境

の整備を進め、危険を予測し予防する考え方の浸透に努める。 

・通学路の見守り活動、火災・地震などの災害や不審者から身を守る実地訓練を含む指導の際、警察署、消防

署といった関係諸機関と連携し、緊急時に地域の中で子どもたちの安全を確保できる環境づくりを進める。 

・朊有小学校を中心としてカリキュラムの構築と検証を行う。 

今後の課題 
・各校で実施している安全教育に関する年間指導計画の内容の確認と実態把握 

 

平成 23年度 
新規展開 

・安全教育に関する各事業・関係機関図の作成 

 

②セーフティ・スキルの育成 

活動概要 
特徴と効果 

・セーフティ教室では、警察の協力を得てスクールサポーター等と連携し、学校や地域の実態、幼児・児童・生徒

の発達の段階に応じた適切な指導を行い、実生活に生きる学習が展開できるような内容の充実を図る。 

・薬物乱用防止教室では、薬物乱用等の行為が心身に甚大な被害をもたらし、健康を損なう原因となり、また、個

人の心理状態、人間関係、社会環境にも影響を及ぼすことから、児童・生徒の発達の段階に応じた適切な指導

を行う。 

 

今後の課題 
・豊島区の子どもたちに必要なセーフティ・スキルの整理 

 

平成 23年度 
新規展開 

・対策委員会の設置 

 

③セーフティ・アセスメントの開発 

活動概要 
特徴と効果 

・セーフティ・カリキュラムの実施状況やセーフティ・スキルの育成状況を確認し、改善に役立てられる評価方法の

研究・開発を行う。 

 

 

今後の課題 
・セーフティ・アセスメントの開発 

 

平成 23年度 
新規展開 

・対策委員会の設置 

 

 

 

■対策委員会 （ワーキングチームの構成）                            ◎委員長、○副委員長 

行政機関 地域活動団体等 

◎朊有小学校校長、○教育総務部長、朊有小学校副校長、

セーフコミュニティ担当課長、教育指導課長、 

町会、巣鴨向原地域安全センター協議会、民生・児童委員、青

尐年育成委員、大鳳の会、朊有小学校 PTA 

巣鴨警察署、豊島消防署 
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学校の内外 

  

 ネット・ケータイ 

！日常生活にひそんでいる危険！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもたちの安心・安全を守るのは学校の役割」 

○「予防」に重点を置き、子どもたちへの「効果的な指導」が、学校に求められている。 

○家庭・PTA・地域などと連携し、事故や犯罪、災害、けがから子どもたちを守る。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

－子どもたちの安心・安全を守るために－ 

火 災 

水 害 

交通事故 

地 震 不審者 

誘 拐 

け が 

災 

！突然おそってくる危険！ 

誘拐・不審者  
携帯等のトラブル  

中学生の４人に１人がメール、

ネットでのトラブルを体験して

いる（注）ことを踏まえた対応

が必要（注・都 実態調査報告より） 

自然災害など突発的な事態に対

しては避難訓練等により対処の

仕方を学び、被害を最小限に食

い止めることが必要 

学校では、起こりうる事

件や事故を想定した上

で、安心・安全にかかわ

る内容を整理し、年間を

通じて、意図的・計画的

に指導することが大切 

 

自転車事故 

車との 

接触等 

交通事故 

自転車事故が増加する傾向。小学生による

事故が９割に及ぶことを踏まえ、安全な利

用について早期に指導することが必要 

学校事故 

平成 20 年度 平成 21 年度    
（20 件） （32件） 

日常生活にある身の回りの危険につ

いて知るとともに衝突やふざけによ

るけがなどを防止することが必要 

裂傷 

骨折 

平成 21年度中に 

区立小・中学校で 

起こった事故は 55件 

火災・地震 

風水害 

12件 
52.1％ 

13 件  

65％  

歯の 
損傷 

打撲等 

 

6件 

 

18 件  7 件 

4 件 

 

8件  10件 

 

    

      

 8 件 

  

3件 

1 件 

平成 20 年度 平成 21 年度
（20 件） （23件） 

 

    

      

 6 件 
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１ セーフティカリキュラムの実施 

 

２ セーフティアセスメントの開発 

 

 

セーフスクール取得を
目指す（区内１校） 

 カリキュラム作成委員

会 

平成２４年度 ＩＳＳ（インターナショナルセーフスクール） 

認証取得を目指します！（区立朋有小学校） 

学校事故

を防ぐ 

災害被害

を防ぐ 

交通事故

を防ぐ 

犯罪被害を

防ぐ 

危険を予測し回避する

能力の育成 

意図的・計画的に指導を行

います。 

日常生活の中で起こりう

る事件・事故を常に想定し

て指導を行います。 

セーフティカリキュラム

の実施 セーフティスキルの整理 

セーフティカリキュラムの 
構築 

 

様々な場面での事件・事故

を想定し開発を行います。 

学校と協同してのセーフ
ティカリキュラムの開発
を行います。 

地域対策委員による運営 

・朋有小学校での実践を検証 

・セーフティカリキュラムの有効性や 

セーフティスキルの育成状況を 

検証する方法の開発 

すべての 
区立小・中学校の 
安全・安心へ！ 

＜豊島区の子ども達の安全・安心のために…＞ 
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保健福祉部 健康推進課 

重点テーマ ６ 自殺・うつ病の予防 

■テーマの選定理由 

自殺による死亡者は全国で 3万人を超える状況が 12年続いており、自殺予防対策は国を挙げて取り組む喫緊の課題となってい

る。 

また、うつ病患者は 10 年間で 3 倍となっており、自殺者の 5 人に 1 人はうつ病という状況の中、うつの早期発見・早期治療の推

進は自殺予防の点からも重要となっている。 

豊島区においても、自殺による死亡率は国・都と同様高い水準にあり、死因の上位を占めている。 

 

■予防活動の対象   

①２０～６４歳の自殺防止 ②うつ病者の未治療（未受診）による状態悪化や遷延 

≪状況を説明するデータ≫ 

２０～３９歳 自殺者数 

２０年：１９人 ２１年：３４人＇同居者あり２／３（    

人口動態統計・警察署死亡統計より 

４０～６４歳 自殺者数 

２０年：２５人 ２１年：３０人＇同居者あり１／２（    

人口動態統計・警察署死亡統計より 

≪状況を説明するデータ≫ 

専門医療機関を活用できる人の割合 ４．２％ 

  健康プラン区民意識調査より 

自立支援医療申請者 

気分障害： ２０年度 1,104人 ２１年度 1,158人 

＇豊島区の保健衛生より（ 

 

 

③労働者のうつ病予防 ④高齢者のうつ病予防 

≪状況を説明するデータ≫ 

意識的にストレスを解消する人の割合 ５２．７％ 

適度な睡眠をとる人の割合 ７５．８％ 

 ＇健康プラン区民意識調査より（ 

労働相談＇心の健康相談（  

池袋事務所 18年：11件 19年：15件 20年：23件 

東京都労働相談の状況より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪状況を説明するデータ≫ 

高齢者生活機能評価 うつハイリスク者 

 平成２１年度：２３８人＇1.1％（ 

 

 

 

  

＜平成 21年自殺者数＞ 
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自立支援医療申請者数
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人

 

 

 
 ＜適度な睡眠をとる人の割合＞ 

 ＜意識的にストレスを 

解消する人の割合＞ 
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■中心的な予防活動 

①自殺対策強化月間 

活動概要 
特徴と効果 

・9 月、3 月を強化月間とし、区民の方に自殺や精神障害に対する誤解や偏見をなくすための普及啓発活動を行

う。 

講演会の開催 

広報特集記事・区ホームページ 

ストレスチェックシート・相談窓口一覧等の配布 

 

今後の課題 

・20歳～65歳の年齢層に対し、情報発信が不十分。 

・壮年期に対する保健所事業の活用の他、働く人に対する普及啓発に取り組む。 

 

平成 23年度 
新規展開 

・保健所事業を活用した、ストレス自己チェックとセルフマネジメントの普及。 

・産業保健と連携した労働者のストレスマネジメントの普及啓発。 

 

②ゲートキーパー養成講座 

活動概要 
特徴と効果 

・身の回りの友人や家族、同僚などのいつもと違う様子に気づき、専門相談機関につなぐ＇自殺の危険のある人

を早期に発見し、生きる支援をする（人材を地域に増やす。 

21年度実施対象者：民生児童委員、地域包括支援センター職員 

 

今後の課題 

・うつ状態にある人や自殺のサインに気づくコツを区民に伝える機会がない。 

・ストレスマネジメントなど身近な話題を含めた情報を発信し、一般の人々の関心を高める。 

 

平成 23年度 
新規展開 

・既存の講座を活用した養成講座の実施 

・保健所事業の活用 

 

③こころの相談 

活動概要 
特徴と効果 

・精神科医や精神保健福祉士による専門相談の他、保健師等による随時相談を実施。 

・精神科受診に抵抗がある本人やその家族からの相談を受け、必要な医療に早期につながるよう支援する。 

・高齢者については、生活機能評価にて うつ のハイリスク者に対し高齢者総合相談センター職員や保健師等

による相談を実施。 

 

今後の課題 

・うつ状態の本人が自ら専門機関に相談に行くことは難しい。家族がうつ病エピソードに気づいたら、受診を勧め

たり、本人が嫌がった場合は家族が医療機関へ相談したりすることが必要。 

 

平成 23年度 
新規展開 

・周囲の気づき＇うつ病エピソード（を促すチェックリストの PR、配布 

・家族問題相談の周知＇利用推進（ 

 

 

■対策委員会 （ワーキングチームの構成）                                   ◎委員長 

行政機関 地域活動団体等 

◎池袋保健所長、広報課長、セーフコミュニティ担当課長、男

女平等推進センター所長、生活産業課長、高齢者福祉課長、

生活福祉課長、西部生活福祉課長、健康推進課長、子育て

支援課長、教育指導課長 

民生・児童委員、地域生活支援センターこかげ、社会福祉協議

会 

 

東京都精神保健福祉センター、池袋労働基準監督署、目白

警察署 
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保健福祉部 地域保健課・がん対策担当課 

重点テーマ ７ がんの早期発見 

■テーマの選定理由 

 欧米各国では、がん検診受診率が７割を超え、その結果がんによる死亡率も低下しているが、我が国ではがんが死亡原因の第１

位であり、検診の受診率も２割程度と低迷している。 

こうした状況を改善するため、国においてがんを国民の生命や健康に関わる重大な課題と位置づけ、平成１９年「がん対策基本

法が制定され、同じ年の６月には「がん対策推進基本計画」が策定され、がん検診受診率５０％まで引き上げることを目標としてい

る。 

 豊島区においては、２０年度のがん検診の受診率が５．４％と低いが＇２１年度は８．４％に改善（、がんは早期発見により早期治

療、完治することが可能であるため、早期発見につながるがん検診の受診率向上ががんの予防のために重要である。 

■予防活動の対象   

①胃がん・大腸がんによる健康被害の予防 ②肺がんによる健康被害の予防 

≪状況を説明するデータ≫ 

・平成２０年度 国、２３区、豊島区のがん検診受診率＇①～④

共通（ 

・平成２０年度 豊島区のがん別死亡率＇①～④共通（ 

・区民意識調査結果による胃がん、大腸がん検診実施の認知

度 

・区民意識調査結果によるがん検診受診の意図＇①～④共通（ 

 

≪状況を説明するデータ≫ 

・区民意識調査結果による肺がん検診実施の認知度 

 

③子宮頚がんによる健康被害の予防 ④乳がんによる健康被害の予防 

≪状況を説明するデータ≫ 

・区民意識調査結果による子宮頸がん検診実施の認知度 

 

≪状況を説明するデータ≫ 

・区民意識調査結果による乳がん検診実施の認知度 

 

 

  

5.4 

9.0 

8.2 

3.3 

3.5 

3.2 

11.6 

14.2 

12.3 

9.0 

15.9 

6.7 

15.6 

14.7 

16.1 

10.2 

平均

子宮がん

乳がん

肺がん

大腸がん

胃がん

国 23区平均 豊島区

平成20年度 国、23区、豊島区のがん検診受診率の比較

56.8

42.9

50.6

33.1

45.0

38.2

10.1

12.2

11.2

女性

（n=1,429）

男性

（n=1,152）

全体

（n=2,612）

知っている 知らない 無回答

豊島区肺がん検診（胸のレントゲン・CT検査）の認知度

66.3

26.2

48.5

23.2

36.5

29.0

10.5

37.3

22.5

女性

（n=1,429）

男性

（n=1,152）

全体

（n=2,612）

知っている 知らない 無回答

豊島区子宮頸がん検診（子宮の細胞を調べる検査）の認知度

72.6

31.3

54.1

18.0

33.2

24.7

9.4

35.5

21.1

女性

（n=1,429）

男性

（n=1,152）

全体

（n=2,612）

知っている 知らない 無回答

豊島区乳がん検診（マンモグラフィと視触診）の認知度

（単位：％）

平成20年度地域保健・健康増進事業報告より

（単位：％）

「豊島区がんに関する区民の意識調査報告書」より

（単位：％）
（単位：％）
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■中心的な予防活動 

①各種がん検診の実施 

活動概要 
特徴と効果 

がんの早期発見のため、胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん検診を一定年齢の区民に実施し、陽性

者の早期治療につなげる。 

 

 

今後の課題 

「がん検診」無関心層の区民が多くいるため、幅広く定期的受診を広めていく必要がある。また、検診の利便性・

効率性に考慮した受診しやすい検診を実施する必要がある。 

 

平成 23年度 
新規展開 

検診の利便性を考慮し、22 年度から大腸がん検診は申込み不要で、特定健診・長寿健診の実施医療機関でセ

ットの受取り・提出ができる方法に変更し、受診者増につなげる。また、乳がん検診の受診方法についても 23 年

度以降検討していく。 

 

②がん検診受診勧奨イベントの実施 

活動概要 
特徴と効果 

がん検診やがんの知識の普及啓発を図るため、がん検診受診勧奨イベントを引き続き実施し、受診率向上につ

なげる。 

 

 

今後の課題 

イベントは限られた時間・場所における受診勧奨のため、限られた区民に勧奨することしかできないが、多くの区

民に勧奨を波及させる必要がある。 

 

平成 23年度 
新規展開 

22 年度は、4 つの「がん検診受診勧奨イベント」を開催し、様々な年代の区民の参加を募り、受診勧奨を図る。ま

た、他課との連携によるがんイベントを推進して普及の機会を増やしていく。 

 

③がん検診受診勧奨通知の送付 

活動概要 
特徴と効果 

がん検診の実施を知らない区民がいるため、国保加入者以外の幅広い区民に検診実施を周知するとともに、検

診の大切さを伝えていく必要がある。 

 

 

今後の課題 

がん検診の実施を知らない区民がいるため、国保加入者以外の幅広い区民に検診実施を周知するとともに、検

診の大切さを伝えていく必要がある。 

 

平成 23年度 
新規展開 

22 年度は区特定・長寿健診対象者に加え、社保加入の 4０～70 歳の 5 歳刻み年齢に受診勧奨通知を送付。他

にも大腸がん検診勧奨通知(61・62歳)、子宮がん検診勧奨通知(21歳)を送付。 

 

 

■対策委員会 （ワーキングチームの構成）                                  ◎委員長 

行政機関 地域活動団体等 

池袋保健所長、教育総務部長、セーフコミュニティ担当課

長 

医師会会長、日本大学医学部附属板橋病院教授、帝京大学医

学部附属病院教授、医師会副会長、医師会理事、歯科医師会

会長、薬剤師会会長、豊島健診センター所長、元読売巨人軍投

手、元朝日新聞記者＇健康プラン推進会議区民委員（、ホスピス

研究会顧問、リボンムーブメント 
◎都立駒込病院副院長、都立駒込病院院長、都立大塚病院

泌尿器科部長、東京都健康長寿医療センター腹部外科部

長、東京都保健医療公社豊島病院副院長、東京都福祉保健

局保健政策部長 
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土木部 交通対策課 

重点テーマ ８ 自転車利用の安全 

■テーマの選定理由 

○交通事故件数、死亡事故件数は減尐傾向にあるものの、自転車の交通事故発生件数の減尐傾向は緩やか 

・平成２１年中の交通事故は区内で９５８件発生し、そのうち自転車の関係する事故は４５４件発生 

・人口 10万人あたり交通事故発生件数は、平成 13年以降減尐し続けており、特に、近年は 23区全体に比べて減尐傾向が強い 

○状態別交通事故死傷者のうち、自転車乗車中の事故が増加傾向にある 

・平成２１年中の自転車が関連する事故は、２３区が４割程度であるのに、豊島区は５割近くを占めている 

・自転車が関連する事故のうち、自転車の過失割合が高い事故が２割程度ある 

■予防活動の対象   

①子ども（小中学生）の自転車事故

の予防 

②大人（若年層から６５歳）の自転

車事故の予防 

③高齢者の自転車事故の予防 

≪状況を説明するデータ≫ 

豊島区内の自転車が関係する事故４５４

件のうち、子供によるものは、２７件＇６％（

発生し、死亡者は 0である。 

都内における自転車が関係する事故２

２＋２６６件のうち、子供によるものは、３＋

２５２件＇１５％（発生している。 

都内における自転車事故による死亡者は

４５名で、子供は５名＇１１％（である。 

 

 

 

≪状況を説明するデータ≫ 

豊島区内の自転車が関係する事故４５４

件のうち、高齢者を除く大人によるもの

は、３６２件＇８０％（発生し、死亡者は 0 で

ある。 

都内における自転車が関係する事故２２＋

２６６件のうち、高齢者を除く大人によるも

のは、１５＋８２９件＇７１％（発生している。 

都内における自転車事故による死亡者は

４５名で、高齢者を除く大人は１６名＇３

６％（である。 

≪状況を説明するデータ≫ 

豊島区内の自転車が関係する事故４５４

件のうち、高齢者によるものは、６５件＇１

４％（発生し、1名死亡している。 

都内における自転車が関係する事故２２＋

２６６件のうち、高齢者によるものは、３＋１

８５件＇１４％（発生している。 

都内における自転車事故による死亡者は

４５名で、高齢者は２４名＇５３％（である。 
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■中心的な予防活動 

①豊島区交通安全運動及び交通安全区民のつどい 

活動概要 
特徴と効果 

・春と秋の年２回行っている全国交通安全運動にあわせ豊島区交通安全運動を実施し、地元による啓発等、交

通事故防止活動を行っている。また、運動では、自転車乗車中の事故防止が重点の１つに挙げられている。 

・豊島区のつどいは、秋の運動前に毎年実施し、区民８００名程度の参加がある。 

・各警察署でも独自のつどいを実施し、交通事故防止を呼び掛けている。 

 

今後の課題 

各団体からの呼び掛けに応じ、多くの方が参加し効果的な事業であると考える。 

 

 

平成 23年度 
新規展開 

効果的な事業であり今後も継続する。 

 

 

②小学校・中学校自転車安全教室 

活動概要 
特徴と効果 

・区立の小学校は、全校でＰＴＡ等の主催により最低年１回自転車安全教室＇講話、実技、ビデオ（を実施し、自転

車の交通ルール、マナーの啓発を行っている。 

・区立の中学校は、学校卖位で全学年を対象として、スタントマンによる事故再現の授業を実施し、事故の恐怖を

体験してもらうことにより、自転車の安全な乗り方を学習する。 

 

今後の課題 

・小学校の自転車安全教室のほとんどは、自由参加であるが、一定の年齢に達した児童全員が正しいルールを

習得する必要があり、授業での実施が望ましい。 

 

平成 23年度 
新規展開 

現在、一定の学年で授業にて実施できるよう教育委員会と調整中である。 

 

 

③高齢者や子育てママを対象とした交通安全教室 

活動概要 
特徴と効果 

・高齢者へは、区内１８か所の区民ひろばで警察官による講話や交通安全ビデオを上映するなどの交通安全教

室を実施し、ルールの習得とマナー啓発を行っている。平成 21年度はのべ 446人の参加者があった。 

・子育てママへは、区内 10 か所で、高齢者の教室と同様の内容で実施している。平成 21 年度はのべ 127 組(親

子（の参加があった。 

 

今後の課題 

・高齢者や子育てママ教室も任意参加であり、多くの人への周知には限界があるとともに、高齢者へは運動能力

の低下による検査が一切ない。 

 

平成 23年度 
新規展開 

・高齢者へは、自転車の実地検査や運動能力検査等の実施が今後の検討課題である。 

 

 

 

■対策委員会 （ワーキングチームの構成）                                   ◎委員長 

行政機関 地域活動団体等 

◎土木部長、小学校校長会、中学校校長会、セーフコミュニ

ティ担当課長、高齢者福祉課長、障害者福祉課長、子ども課

長、保育園課長、道路管理課長、道路整備課長、教育総務

課長、教育指導課長、 

巣鴨交通安全協会、、池袋交通安全協会、目白交通安全協会、

巣鴨交通尐年団、池袋交通尐年団、目白交通尐年団、高齢者ク

ラブ連合会、小学校ＰＴＡ連合会、中学校ＰＴＡ連合会 

巣鴨警察署、池袋警察署、目白警察署、東京都第四建設事

務所 
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総務部 防災課、危機管理担当課、治安対策担当課 

重点テーマ ９ 繁華街の安全 

■テーマの選定理由 

豊島区は、池袋をはじめ、大塚、巣鴨、目白など、区内全域で駅周辺に商店が連なり賑わいを見せている。中でも区の玄関

口である池袋は、一日の乗降者数が 262万人のターミナル駅で、周辺には日本有数の繁華街が広がっている。 

区内における治安状況は、平成 21 年の刑法犯認知件数で見ると、7,855 件で、23 区中８番目の多さである。特に、繁華街を

中心として犯罪の発生が集中する傾向にある。とりわけ池袋駅周辺半径概ね１キロメートル以内に係る刑法犯多発地域＇東池

袋１・３丁目、单池袋１・２丁目、西池袋１・３丁目、池袋２丁目の区域。以下「池袋繁華街地域」という。（では、区内総面積のわ

ずか１割の地域に、刑法犯認知件数全体の５割近くを占めている現状にある。そのため、当該地域の対策を最優先として、大

塚、巣鴨、目白等の繁華街地区も含め区のシンボル的な存在である繁華街の治安状況を改善していくことが区民の安心感の

向上につながる。 

  また、防災面から見ると、首都直下地震が発生した場合、池袋駅周辺には 16 万 5 千人の滞留者の発生が予想されている。

大規模なオープンスペースがなく、また、広く複雑な地下街や店舗・オフィスなどが密集しているため、パニックなど二次被害の

発生防止や甚大な死傷被害に備えた対策が求められている。 

■予防活動の対象   

①池袋繁華街地域での犯罪被害の防止 ②池袋繁華街地域での安心感の向上 

≪状況を説明するデータ≫ 

・繁華街における主な犯罪の割合＇平成２１年（ 

 

                                    警察統計 

≪状況を説明するデータ≫ 

・生活の中の不安感の変化 

 客引きやキャッチセールス等による繁華街の環境の不安 

      協働のまちづくりに関する区民意識調査結果 22.6実施 

③池袋における大量の滞留者のパニック等による死傷事故の防止 

≪状況を説明するデータ 

・協議会参加事業所数  平成 20年度 47団体、現在 54団体 
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■中心的な予防活動 

①繁華街環境浄化活動 

活動概要 

特徴と効果 

平成 15 年から、町会・商店会・警察・豊島区との合同環境浄化パトロール活動を実施し、繁華街地区の環境

浄化活動及び防犯活動を行っている。 

平成 21年における西池袋一丁目の刑法犯認知件数で見ると、830件で、平成 15年比▲531件、▲39%と大幅

に減尐した。また、風俗関係迷惑スカウト問題や風俗無料案内所の派手な看板問題などに関し、風俗店への申

し入れや行政に対する働きかけ等を行った結果、都及び区の条例改正にまで至るとともに、以後の合同環境浄

化パトロールを通じて、迷惑スカウト問題や風俗無料案内所問題の解決を図った。 

 

今後の課題 
キャバクラに関する客引きの問題については、条例等で「客引き」をするための「客待ち」を規制されていない

ことから、条例改正の必要がある。 

平成 23年度 

新規展開 
今後、東京都又は豊島区生活安全条例の改正の必要性につき検討する。 

②警視庁街頭防犯カメラ及び商店街防犯カメラの設置 

活動概要 

特徴と効果 

警視庁は、平成 16年以降、池袋駅周辺に計 35台の街頭防犯カメラを設置、さらに平成 23年 3月に 15台を

増設予定。また、商店街防犯カメラは、重点地区内に 8商店会 81台が設置されている。 

警視庁では街頭防犯カメラにより、設置地区の年間の犯罪件数が平成21年末現在、設置前の平成15年に比

べ年間で約 1,168件減尐＇▲36,1％（し、犯罪抑止に大きな効果を上げた。 

今後の課題 商店街防犯カメラに係る初期設置費用等の経費負担の軽減 

平成 23年度 

新規展開 
さらなる商店街防犯カメラの拡充を図るとともに、東京都に対する特定財源の確保。 

③池袋駅周辺混乱防止対策 

活動概要 

特徴と効果 

平成 20年に鉄道や大型百貨店等事業者、警察・消防と池袋駅周辺混乱防止対策協議会を設立し、大量の滞

留者への対策を検討している。協議により、首都直下地震発生時における自助、共助、公助の行動ルール＇初

動期（を策定した。そのルール検証と対応の習熟を図るために、毎年訓練を実施している。 

今後の課題 
災害時における情報共有手段の確保や、滞留者への情報提供方法の充実、対策に対する事業者等のモラー

ルアップなど 

平成 23年度 

新規展開 

発災初動期における具体的対策の充実と対応のスキルアップに加え、宿泊施設確保等の初動期以降の対

策、さらに他駅への対策の展開を検討していく 

■対策委員会 （ワーキングチームの構成）                                   ◎委員長 

行政機関 地域活動団体等 

◎総務部長、セーフコミュニティ担当課長、防災課長、危機管

理担当課長、治安対策担当課長、生活産業課長、環境課

長、道路管理課長、交通対策課長 

 

 

 

警察署、消防署 

巣鴨防犯協会、池袋防犯協会、目白防犯協会、池袋管内組織

犯罪根絶対策協議会、池袋東地区環境浄化推進委員会、池袋

西地区環境浄化推進委員会、池袋西口駅前環境浄化推進委員

会、町会、豊島防火防災協会、池袋防火防災協会、豊島消防

団、池袋消防団、池袋西口商店街連合会、立教通り商店街、サ

ンシャイン 60 通り商店街、日本ガーディアン・エンジェルス、立教

学院、東武鉄道㈱、東日本旅客鉄道㈱、西武鉄道㈱、東京地下

鉄㈱、㈱そごう・西武、㈱東武百貨店 

巣鴨警察署、池袋警察署、目白警察署、豊島消防署、池袋

消防署 
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都市整備部、総務部 防災課 

重点テーマ 10 地震災害の防止 

■テーマの選定理由 

首都直下地震は今後 30 年以内の 70％以上の確率で発生するとされている。豊島区においては建物全壊：2540 棟 火災焼失

棟：4642棟 死者 77名 負傷者：4602人など、甚大な被害が想定されている。 

住宅地を中心に幅員 4m 未満の狭あい道路が多く、地震災害に脆弱な木造密集市街地を多く抱えており、都の防災都市づくり推

進計画では「整備地域」に区内の約４割が指定されている。 

これまで、区は大地震から区民の生命や財産を守ることを目標に、防災街づくりを展開してきたところである。区民意識調査では

今後優先して取り組んで欲しい施策として、43％の人が「震災時の避難、救援体制など、災害への備え」また、32.6％が「耐火・耐

震、路地の解消、災害に強いまちづくりが進んでいること」を掲げており、切迫する大地震を前に防災性の向上に向けた取り組みの

加速化が求められている。 

また、過去の災害で、災害時には災害時要援護者に被害が集中することが判明していることから、首都直下地震の発生に備え

て、災害時要援護者の避難支援体制を整えることは、豊島区にとって必須の緊急課題である。 

■予防活動の対象   

①延焼火災等による死傷被害の防止 ②建物倒壊等による死傷被害の防止 

≪状況を説明するデータ≫ 

不燃化率＇耐火＊準耐火（ ＇出典・・H18土地利用現況調査上（  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火・準防火指定の面積 ＇出典・・上記に同じ（  

→防火地域（37.6％） 準防火地域（62.3％） 
耐火率 ＇出典‥上記に同じ（ →31％ 

（全建物棟数 51,561 に対する耐火建物棟数 15,960） 

≪状況を説明するデータ≫ 

S55年＇旧耐震基準（以前世帯割合＇推定値‥世帯数（ 

・・＇H15住宅・土地統計調査（  

S55 年＇旧耐震基準（以前の＇推定値、棟卖位（＇S55、H18 土地

利用現況調査、確認申請数台帳から集計：S56～H17（ 

下記グラフ：耐震化率＇都推定値（ 

旧耐震で耐震性の高いものを考慮したもの 

耐震化の状況 

 

③避難時における死傷被害の防止 ④災害時要援護者の避難時における死傷被害の防止 

≪状況を説明するデータ≫ 

狭あい道路の整備率 出典:としま政策ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ 2009（26.9％ 

 

私道の総延長距離＇参考（＇出典‥特別区土木関係現況調査（ 

 

接道不良住宅の割合＇出典‥住宅･土地統計調査（ 

狭あい道路の整備率の推移 

≪状況を説明するデータ≫ 

災害発生時において、一人では適切な避難行動をとることが難

しい高齢者、障害者などの安否確認や避難支援 

 

・手挙げ名簿登録者の割合 

＇手挙げ名簿登録者数／内部共有名簿登録者数＇≒災害時要

援護者総数（（ 

・区民ひろば卖位での見守り活動等のネットワーク組織設立数 

＇今後、設立予定のため、現時点では実績なし（ 

 

                          「平成 21年末現在」 
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■中心的な予防活動 

①木造密集市街地の解消と建築物の丌燃化 

活動概要 

特徴と効果 

道路の拡幅整備や公園等の整備に併せた老朽住宅の建替えを促進するため、居住環境総合整備事業を「東

池袋 4･5丁目」など 5地区で地元住民によるまちづくり協議会と協働で取組んでいる。さらに、地元の権利者を含

む協議会と検討を行い、都市計画道路沿道を防火地域に指定し、併せて地区計画を指定することにより、地域

の面的な防災性の向上を図っている。 

今後の課題 
・高齢化や権利輻輳による建て替えの鈍化  ・協議会委員の固定化 

・4mを超える地区道路ネットワークの形成 

平成 23年度 

新規展開 

・地域の専門家を活用した相談・協働体制の構築 

・都市計画と事業と同時に進める重層的な展開の模索 

②民間建築物の耐震化と建物倒壊の防止 

活動概要 

特徴と効果 

・区内の昭和５６年以前＇旧耐震基準（に建築された住宅や分譲マンション等を対象に、耐震診断・改修助成制

度を設け、耐震化の促進を図っている。 

・緊急輸送道路沿道の建築物の所有者を対象に耐震診断の助成制度を設け、耐震化の促進を図るともに、沿

道の建築物の所有者を対象に説明会の開催や個別訪問による耐震化の普及啓発を行っている。 

今後の課題 
・耐震性について学習の場の提供や意識啓発及び経済的負担の軽減 

・沿道建物における倒壊による被害の拡大への理解の普及 

平成 23年度 

新規展開 

・関係団体の協力のもと、地域レベルでの被災者の体験談など創意工夫による普及活動及び助成の充実 

・沿道建物倒壊による復旧活動の支障のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝなど体感よる安全意識の啓発 

③狭あい道路整備 

活動概要 

特徴と効果 

狭あい道路の比率が５０％を超える本区では、昭和６３年に「狭あい道路拡幅整備要綱＇平成１４年１月から狭あ

い道路拡幅整備条例（」を制定し、建築基準法上の４ｍ未満の道路について、区民の理解と協力を得て道路中心

より２ｍ後退する工事を行ってきた。これにより将来的に４ｍ以上の道路のネットワーク化が図られ災害時に避難

や消防活動を円滑に行うことができる。 

今後の課題 

・建替えに併せた 4m道路整備のため進捗の地域差がある。 

・建替えが発生しない路線沿道での４ｍ道路の整備。 

・全区間の整備には長期間を要する 

平成 23年度 

新規展開 

・建替えによらない場合の整備対策の検討と働きかけ 

・建築敷地以外での接道路線での整備協力の働きかけの工夫 

④町会による個別支援プラン作成 

活動概要 

特徴と効果 

・手挙げ名簿に基づいて災害時要援護者本人と面接し、個人の状況に応じて災害時に備えた対応策を事前に決

めておく。 

・プランの内容：近隣住民から支援者を決定する、安否確認の方法を確認しておく、避難経路や避難する時の注

意事項などを確認しておく、など 

今後の課題 
・手挙げ名簿登録者数の増＇災害時要援護者の把握（ 

・支援者の確保 ・地域内の団体・個人との情報共有と連携 

平成 23年度 

新規展開 

・ネットワーク内での災害時要援護者情報の共有化を図る 

例（個人情報審議会諮問など 

■対策委員会 （ワーキングチームの構成）                                   ◎委員長 

行政機関 地域活動団体等（順不同） 

◎都市整備部長、セーフコミュニティ担当課長、防災課

長、区民ひろば課長、高齢者福祉課長、都市計画課

長、住環境整備課長、住宅課長、建築指導課長、建築

審査課長 

町会、豊島消防団、池袋消防団、民生・児童委員、建築士事務所協会

豊島支部、宅地建物取引業協会豊島支部、全日本不動産協会豊島

支部、豊島区マンション管理士会、首都圏マンション管理士会、池袋

本町新しいまちづくりの会、東池袋地区・補助81号線沿道まちづくり協

議会、上池袋地区まちづくり協議会、社会福祉協議会 豊島消防署、池袋消防署 
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≪耐震化率（都推定値）の推移と目標値≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不燃化率（％）の推移】 

 

 町 会 に よ る 個 別 支 援 プ ラ ン 作 成 

 

 
≪災害時要援護者の数 Ｈ２１末現在≫ 

 

木造密集市街地の解消と建築物の不燃化 

狭 あ い 道 路 整 備 

0
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平成18年度 平成21年度 平成27年度

耐震性不十分戸数

耐震促進による耐震化戸数

耐震性あり戸数

 地元まちづくり協議

会との防災まちづく

りの様々な取組み 

 建替えの鈍化 

4ｍ超える道路形成 

委員の固定化 

 

現状 課題 

【狭あい道路整備の進捗状況】 
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拡幅整備済延長

※整備率＝

狭あい道路総延長22万m×2＇両側（

 狭あい道路は比率

50％以上。建替えの際

の後退による事業 

 建替えが進まない 
土地や地域での整備 
全区間の整備は長い
期間を要する 

現状 課題 

 昭和 56年以前の建物

を中止に耐震診断と

改修の助成 

 民 間 建 物 の 耐 震 化 と 建 物 倒 壊 の 防 止 

 

32,700戸 

101,000戸 

27,200戸 

109,700戸 

14,300戸 

126,900戸 

1,900 戸 

 昭和 56年以前の建物

を中心に耐震診断と

改修の助成 

 耐震工事の経済的 

負担の軽減や建物の

安全性の啓蒙・啓発 

現状 課題 

壁をつくり筋交い 

をいれます。 

 

従 前 従 後 

 

   セーフコミュニティによる新たなつながりで 

  地震対策の取り組みの加速と強化を 
 

地震災害対策委員会（構成案）豊島消防署、池袋消防署、豊島消防団、池袋消防団、 

まちづくり協議会、豊島区民生･児童委員協議会、豊島区社会福祉協議会、町会連合会、地域区民ひろば

運営協議会、建築士事務所協会豊島支部、宅地建物取引業協会豊島支部、全日本丌動産協会豊島文京支部 

豊島区マンション管理士会、首都圏マンション管理士会 ≪順丌同≫ 

 

 

耐震の普及

と学習の場

の提供 

各団体との

ネット 

ワーク化 

建替のない

整備協力 

よびかけ 

地域の専門

家との 

つながり 

防災課の対策

地域の自主活動

見守りと支えあい
ネットワーク事業

事業者による見守り
新聞配達所
郵便事業者
ヤクルト
東京ガス

・町会による支援体
制づくり
・民生・児童委員の
活動
・高齢者クラブによる
友愛活動
・ボランティア＇おたす
けクラブなど（

見守り希望者 １３７名
見守り協力員 ９９名
＇Ｈ２１年度末（

希望制の手挙げ名簿を作成し、
町会等に配布しています。
＇Ｈ２１．１２現在４５４人（

個別の取り
組みに終始

横の連携
不足

地域区民ひろば

現状 

課題 課題 

全建物数に対する耐火＋準耐火建築物数の割合 

木造密集市街地の解消

に向けて、都市計画道路

の整備(写真中央)と従前

の居住者を含めて、敷地

を共同化し、耐震･丌燃化

した建物（写真右下） 
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指標４・５ 
指標４：傷害が発生する頻度・原因を継続的に記録する仕組みを持っている。 

指標５：予防活動の効果・影響を測定・評価するための仕組みを持っている。 

１．豊島区版の「外傷サーベイランス」を設計する 

日本では、人口動態統計として死亡に関する社会統計はありますが、“けが”に関しては社会的な統

計制度がありません。 

区内の医療機関から、新たに外傷データを収集することが理想的な手法ですが、東京では医療機関

の場所と受診者の居住他が異なることが多いこと、また、コスト等の負担がネックとなることなどか

ら、豊島区だけで持続可能な仕組みを構築していくことは困難です。 

医療保険制度についても、医療費の支払いを主要目的とする仕組みであり、制度も分かれているこ

とから、体系的に外傷の頻度や傾向を把握することは難しい状況です。 

こうしたことから、日本の都市がセーフコミュニティの認証を取得するうえで、大きな課題となる

のがこの「外傷サーベイランスの仕組みづくり」です。 

豊島区では、消防や警察、各種の行政機関が収集している既存の情報を収集・分析を基本とすると

ともに、区民アンケート調査を補完的に実施し、様々な情報を組み合わせることで、持続的な運用が

可能な仕組みづくりを構築したいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

既存データの収集・分析 

区民アンケート調査 

豊島区版の外傷サーベイランスの仕組みを構築 

・人口動態統計＇死亡統計（データ 

・消防の救急搬送データ 

・警察の犯罪、交通事故に関するデータ 

・公共施設における外傷データ 

・その他、公共機関が収集する外傷データ 

死 亡 

重 傷 

軽 傷 

ヒヤリ体験 

子ども 18～64歳 高齢者 

人口動態統計 （死亡統計） 

救急搬送データ 

区民アンケート調査 

子どものけが 

アンケート調査 

高齢者のけが 

アンケート調査 

外傷サーベイランスの基本設計 
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２．区民アンケート調査の実施 

死亡統計や救急搬送データによる外傷の動向を補完するだけではなく、より効果的な対策に向けた原因

分析を行うために、“事故”や“けが”に至らなかった「ヒヤリ体験」を収集するためにも、区民アンケー

ト調査は有効な手段です。 

 

≪実施及び実施予定のアンケート調査≫ 

名   称 内    容 

①区民意識調査 

◆平成 22年 6月実施 

区民の安全・安心に関する意識を調査するとともに、18歳以

上の幅広い年齢層のけが・事故の状況を把握する。 

②高齢者のけが・事故に関するアンケート調査 

◆平成 22年 6～8月実施 

高齢者のけが・事故、ヒヤリ体験の状況やその原因等を調

査し、分析する。 

③子どものけが・事故に関するアンケート調査 

◆平成 22年 11月実施予定 

子どものけが・事故の状況やその原因等を調査し、分析す

る。 

④子どもの安全に関するアンケート調査 

◆平成 22年 11月実施予定 

モデル地区において、子どもが体験した交通事故、「危険な

できごと」、「ヒヤリ体験」を調査し、分析する。 

⑤自転車駐車場利用者アンケート調査 

◆平成 22年 8～9月実施 

自転車利用の事故の実態や交通ルールの認知度等を調査

する。 

 

３．重点テーマと連動したデータのサーベイランス 

継続的なデータ収集は、重点テーマに対応した対策委員会の活動、すなわち原因分析や課題設定、予防

活動の効果の確認と評価、新たな改善策の検討などにとって必要不可欠なものです。 

また、セーフコミュニティ認証の「指標５」（予防活動の効果・影響を測定・評価するための仕組みを

持っている）における豊島区の取り組みを構築するためにもなくてはならないものです。 

対策委員会の活動では、それぞれの重点テーマに関連して収集が必要となる、個別具体的なデータや定

期的なアンケート調査についても明らかにしていきます。 

 

４．外傷サーベイランス委員会の設置 

「指標４」に対応した外傷サーベイランスの仕組みを構築するとともに、10 項目の重点テーマとの連携

をとりながら「指標５」に対応した評価の仕組みづくりを進めるため、専門家の参画を得た「外傷サーベ

イランス委員会」を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

サーベイランス委員会 
 

（構成案） 

豊島区池袋保健所長 

豊島区医師会 

豊島区セーフコミュニティ専門委員 

消防署 

豊島区政策経営部長 

指標４ 

外傷データ把握 

１０項目の重点テーマ 

対策委員会 

技術的助言、指導
評価方法の調整 

対策委員会との連携 

指標５ 

評価システム 
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指標６ 
に関する取組 国内及び国際的なセーフコミュニティネットワークへ継続的に参加する。 

 

◆認証申請に向けて、地域診断に基づく重点テーマを設定し、取り組みを展開します。 

豊島区は国内外とのセーフコミュニティネットワーク活動に参加し、国内他都市のセーフコミュニ

ティ認証都市の安全対策、外傷予防プログラムなどを参考にして、セーフコミュニティの推進に役だ

てています。 

国内外におけるセーフコミュニティを発展させていくため、今後も、できる限り国内外のセーフコミュ

ニティとの交流に努め、多くを学び、豊島区の成果を伝えていきます。 

 

１ 国内ネットワークへの参加 

 

2010. 5    厚木市清水小学校セーフスクール視察 

2010. 5    箕輪町 豊島区セーフコミュニティ視察対応 

2010. 6    ＷＨＯ認証センターによる厚木市現地審査視察 

2010. 7    厚木市 外傷サーベイランス勉強会 

2010. 7    箕輪町 セーフコミュニティフォーラム 2010参加 

2010. 7    京都府、亀岡市視察 

2010. 8    東京都北区 豊島区セーフコミュニティ視察対応 

2010.10    久留米市 豊島区セーフコミュニティ視察対応 

2010.11    厚木市市民安心・安全フェスタ 2010参加 

2010.11    全国セーフコミュニティ推進都市首長サミット参加 

（以下、現時点における予定） 

2011. 6   （仮称）豊島区安全・安心フェスタ開催（日本市民安全学会共催予定） 

 

２ 国際ネットワークへの参加 

2010. 3   セーフコミュニティ国際会議参加（韓国水原市） 

（以下、現時点における予定） 

2011. 3   韓国や台湾のセーフコミュニティ認証取得都市視察 

2011. 6   ＷＨＯセーフコミュニティ認証センター豊島区現地視察 

2011. 9   第 20回世界セーフコミュニティ会議参加（スウェーデン） 
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豊島区セーフコミュニティ推進協議会設置要綱 

 

制定 平成２２年 ５月１４日 

改正 平成２２年 ９月２４日 

改正 平成２２年１１月１６日 

 

（設置） 

第１条 地域住民と行政等の協働によるセーフコミュニティの取組みを通じて、安全で安心に暮らすこと

ができるまちづくりを推進するため、豊島区セーフコミュニティ推進協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

⑴ セーフコミュニティの認証に関すること。 

⑵ 外傷等（外傷及びその原因となる事故をいう。以下同じ。）に関する現状と課題の把握、分析に関す

ること。 

⑶ セーフコミュニティに関する基本方針に関すること。 

⑷ インターナショナル・セーフスクールの認証に関すること。 

⑸ 外傷等に関するサーベイランス及び評価の仕組みづくりに関すること。 

⑹ セーフコミュニティ及びインターナショナル・セーフスクールの普及啓発に関する 

こと。 

 

（組織） 

第３条 協議会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 会長は、豊島区長とする。 

３ 委員は、別表１に掲げるものとする。 

 

（会長の職務） 

第４条 会長は、協議会を代表し、必要に応じ協議会を開催する。 

２ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き、

又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

 （外傷サーベイランス委員会） 

第５条 次に掲げる事項を所掌する外傷サーベイランス委員会を設置する。 

 ⑴ 外傷等の発生状況等の情報の収集及び分析に関すること。 

 ⑵ 外傷等の予防対策の評価に関すること。 

 ⑶ 次条に定める対策委員会への技術的助言及び指導に関すること。 

⑷ その他外傷等の予防に関し、外傷サーベイランス委員会が必要と認めること。 

２ 外傷サーベイランス委員会の委員は、会長が指名する。 

３ 外傷サーベイランス委員会の庶務は、政策経営部セーフコミュニティ担当課長及び保健福祉部健康推

進課において行う。 
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４ 前各項のほか、外傷サーベイランス委員会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。 

 

 （対策委員会） 

第６条 協議会が定める豊島区における安全・安心に関する重点的な課題について、その対策を検討する

ため別表２に掲げる対策委員会を設置する。 

２ 対策委員会の委員は、会長が指名する。 

３ 対策委員会の庶務は、別表２に定める課において行う。 

４ 前各項のほか、対策委員会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。 

 

（専門委員） 

第７条 協議会は、調査、研究のため専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験のある者、セーフコミュニティに関する識見を有する者のうちから、会長が指

名する。 

 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、政策経営部セーフコミュニティ担当課長において行う。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年５月２０日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年９月２４日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年１１月１６日から施行する。 
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別表１（第３条関係） 

    豊島区セーフコミュニティ推進協議会委員 

 

○ 豊島消防団団長 

○ 池袋消防団団長 

○ 豊島防火防災協会会長 

○ 池袋防火防災協会会長 

○ 豊島消防尐年団団長 

○ 池袋消防尐年団団長 

○ 池袋西地区環境浄化推進委員会委員長 

○ 池袋西口駅前環境浄化推進委員会委員長 

○ 池袋東地区環境浄化推進委員会会長 

○ 巣鴨ビル・マンション・アパート防犯協議会会長 

○ 豊島マンション連絡協議会会長 

○ 巣鴨防犯協会会長 

○ 池袋防犯協会会長 

○ 目白防犯協会会長 

○ 日本ガーディアン・エンジェルス理事長 

○ 豊島区町会連合会会長 

○ 豊島区町会連合会各副会長 

○ 区民ひろば運営協議会会長 

○ としまＮＰＯ推進協議会会長 

○ 豊島区商店街連合会会長 

○ 池袋西口商店街連合会会長 

○ 東京巣鴨ライオンズクラブ会長 

○ 東京商工会議所豊島支部会長 

○ 豊島産業協会会長 

○ 豊島法人会会長 

○ 東京青年会議所豊島区委員会委員長 

○ 豊島区観光協会会長 

○ 豊島区体育協会会長 

○ 豊島区レクリエーション協会会長 

○ 豊島区体育指導委員協議会会長 

○ 学習院大学 学長室経営企画課長 

○ 女子栄養大学 広報部学園広報担当課長 

○ 大正大学 校友会室部長 

○ 帝京平成大学 総務課長 

○ 東京音楽大学 事務局長・法人室室長 

○ 立教大学 副総長 

○ 豊島区民生・児童委員協議会会長 

○ 豊島区高齢者クラブ連合会会長 

○ 豊島区障害者団体連合会会長 



iv 

 

○ 豊島区医師会会長 

○ 豊島区歯科医師会会長 

○ 豊島区薬剤師会会長 

○ 豊島区池袋食品衛生協会会長 

○ 豊島区環境衛生協会会長 

○ 巣鴨母の会会長 

○ 池袋母性協会会長 

○ 目白母の会会長 

○ 豊島区保護司会会長 

○ 青尐年育成委員会連合会会長 

○ 日本ボーイスカウト豊島地区協議会会長 

○ 東京都宅地建物取引業協会 豊島区支部公共事業特別委員長 

○ 東京都建築士事務所協会豊島支部長 

○ 全日本不動産協会豊島文京支部長 

○ 巣鴨交通安全協会会長 

○ 池袋交通安全協会会長 

○ 目白交通安全協会会長 

○ 巣鴨交通尐年団団長 

○ 池袋交通尐年団団長 

○ 目白交通尐年団団長 

○ 小学校ＰＴＡ連合会会長 

○ 中学校ＰＴＡ連合会会長 

○ 豊島区生活安全協議会の公募による委員 

○ 池袋労働基準監督署署長 

○ 警視庁巣鴨警察署長 

○ 警視庁池袋警察署長 

○ 警視庁目白警察署長 

○ 東京消防庁豊島消防署長 

○ 東京消防庁池袋消防署長 

○ 東京都第四建設事務所所長 

○ 東京都児童相談センター相談処遇課長 

○ 豊島区社会福祉協議会事務局長 

○ 副区長 

○ 教育長 

○ 政策経営部長 

○ 総務部長 

○ 施設管理部長 

○ 区民部長 

○ 文化商工部長 

○ 図書館担当部長 

○ 清掃環境部長 

○ 保健福祉部長 
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○ 健康担当部長 

○ 池袋保健所長 

○ 子ども家庭部長 

○ 都市整備部長 

○ 土木部長 

○ 教育総務部長 

○ 小学校校長会会長 

○ 中学校校長会会長 

○ 朊有小学校校長 

 

 

 

別表２（第７条関係） 

対策委員会の名称 庶務を担当する課の名称 

一人暮らし高齢者の見守り 対策委員会 保健福祉部高齢者福祉課 

障害者の安全 対策委員会 保健福祉部障害者福祉課 

子どものけが予防 対策委員会 
保健福祉部長崎健康相談所、子ども家庭部子ども課、子ども家

庭部保育園課 

児童虐待の防止 対策委員会 子ども家庭部子育て支援課 

学校の安全 対策委員会 教育総務部教育指導課 

自殺・うつ病の予防 対策委員会 保健福祉部健康推進課 

がんの早期発見 対策委員会 保健福祉部地域保健課、保健福祉部がん対策担当課長 

自転車利用の安全 対策委員会 土木部交通対策課 

繁華街の安全 対策委員会 
総務部防災課、総務部危機管理担当課長、総務部治安対策担当

課長 

地震災害の防止 対策委員会 
総務部防災課、都市整備部居住環境整備課、都市整備部住宅課、

都市整備部建築指導課、都市整備部建築審査課 
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平成 22 年版「厚生労働白書」におけるセーフコミュニティの紹介（p.327～p.329） 
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セーフコミュニティ認証に向けた基本方針 

 

 

平成 22年(2010 年)11 月 

豊島区セーフコミュニティ推進協議会 

 

 

（事務局） 

豊島区政策経営部セーフコミュニティ担当課 

電 話：(03)3981－1782～1783 

メール：A0029300@city.toshima.lg.jp 


